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1、 未確定事項に直面した場合の対応

将来に会社経営に重大な影響を及ぼす事象が発生する可能性のある状況で,

経営者が会計上 どう対処 し,監 査人がどのような対応をとればよいのかという

問題は,多 くの主体の利害が絡んでくる点で重要である。監査論上この問題 は,

「未確定事項」 として取 り扱われ,多 くの議論がなされてきた。

坂柳(2005a)は,監 査人が直面する 「未確定事項」を,[図1]の ようなタ

イプAとBの 未確定事項に識別することを提案 した。そ して坂柳(2005b)は,

タイプAの 未確定事項に比べて,こ れまで注 目されてこなかったタイプBの 未

確定事項の理論構造を明 らかにした。坂柳(2005b)の 目的は,タ イプAの 未

確定事項や除外事項1)が生 じる場合 と比べて,タ イプBの 未確定事項がどのよ

うな場合 に生 じるのかを明らかにすることであった。その結果を[図2]に 示

す。詳 しい説明は,坂 柳(2005b,256-261)を 参照頂 きたい2)。 このようなタ

イプBの 未確定事項の理論構造は,現 在何かの制度に採用 されているかとい う

個別事情 に関わらず,一 般的な共有物 として時代 ・場所を超 えて成立するはず

1)本 稿 の 「除外事 項」 は,坂 柳(2005a,164)の 脚 注4に 示 されて いる 「除外 事項 」

で あ る。そ ち らを参 照頂 きたい。

2)[図2]は,経 営者 の直 面す る状 況 につ いて,坂 柳(2005b)の[図8]の パ ター

ンff(260頁)に 補 足 説 明 を加 えた もの であ る。 坂柳(2005b)の 議 論 を要 約 し

た[図8]の パ ター ンllだ け を示 す と,そ こでの議 論 を示 して いな い本稿 で は,

経営 者 が直 面す る[見 積 も り数値複 数]と[見 積 も り数値1つ]の 状 況 で,経 営

者が1つ の見 積 も り数値 を選 択す る プロ セス を,読 者 に明確 に示 す こ とが で きな
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[図1]-2つ の未確 定 事項

将来に発生する事象の結果が経営者に見積もれず,

タイプA 監査人も経営者のその判断に同意している場合のぞ

の項目
未確定事項(※)

将来に発生する事象の結果を財務諸表上で経営者

タイプB は見 積 もっ て い るが,そ の見 積 も り額 が正 しい か ど

うかが監査人に判断できない場合のその項目

※:も ちろん,将 来に発生する事象の結果が将来(の 財務諸表)に 金額的に重要な

影響を与えるものを前提にしており,当 期の財務諸表についての監査人の対応

を決定する上でも,そ の金額的重要性ゆえに問題になるものを前提にしている。

また,「項目」という用語で,(1):経 営者及び監査人が実際に直面する様々な状

況そのものを指す場合と,(2):そ うした状況下で,財 務諸表監査上問題になる

特定の項目を指す場合がある。

い。 この事 態 を回避 す るた め,本 稿 では,補 足 説 明 を加 え てい る。

[図2]を 見 て,次 の ような2つ の批判 をす る読 者が い るか もしれない 。

(1):[図2]に お い ては,監 査 人が 直面 す る状況 と,経 営 者が 直面 す る状 況 が

異 な って い る。 な ので,監 査 人 の対応 は,除 外 事項 が ある場合 の対 応 に なる はず

で あ り,監 査 人 に とっ て 「経 営者 の選 択が 正 しい か どうかが 判断不 能」 とい う事

態 は,起 こ り得 な い。従 っ て,[図2]は 誤 りであ る。

(2):[図2]に お い て は,例 えば,経 営者 と監査 人 が 共 に見積 も り数値elに

直 面す る場合 に は,経 営者 の見積 も り数値e1を 監 査 人 は除外 事 項 に はせず,監

査 人の対 応 は,他 に除外 事項 が なけ れば,無 限定適 正意 見 とな るはず で あ り,監

査 人 に とって 「経営 者 の選択 が正 しいか どうか が判 断不 能」 とい う事 態 は,起 こ

り得 ない。 従 って,[図2]は 誤 りで あ る。

結 論 か ら言 う と,こ の2つ の批 判 は,2つ と も誤 りで あ る。(1)につ いて は,[図

2]に つ いて,経 営 者 と監査 人 が共 に直 面 す る見 積 も り数値(例 えば,el)が あ

る に もか か わ らず,そ の点 を無 視 して,「 監査 人 が直 面す る状況 と,経 営者 が 直

面 す る状 況 が異 な って いる」 と認 識 して い る点 が誤 りであ る。そ の認 識 は,坂 柳

(2005b)の[図8]の パ ター ン皿の場 合 は正 しい が,本 稿 の[図2]に つ い て

は,誤 りであ る。

(2)につ い て は,経 営者 の見積 も り数値e1を 監 査 人が 除外 事 項 に で きな い 旨の

指摘 は正 しいが,そ の見積 もり数値 が 監査 人 の直面 す る複数 の見積 も り数値 の う

ちのel以 外 の もの(例 え ば,e2)と は一 致 して い ない 点 を無視 して い る点 が 誤

りで あ る。(2)の主張 は,坂 柳(2005b)の[図8]の パ ター ンIVの 場 合 は正 しい

が,本 稿 の[図2]に つ い ては,誤 りで あ る。
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[図2]一 タイプBの 未確定事項の構造
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である3)。

筆者が,未 確定事項を2つ のタイプに分けるのは,そ れぞれの場面に直面 し

た場合の監査人の対応が,理 論的に異なってくる可能性があるか らである。 日

本の監査基準を今後見直す必要があるかどうかを議論する際に,そ れぞれの未

確定事項 について,監 査人 にどの ような選択肢が あるのかを示す理論は,一

その時の海外の監査基準や監査事情が どうであるか,と いう極めて状況依存的

な,移 ろいやすい議論 と比べて一 考慮 されるべ き基盤 として,有 用であろう。

「未確定事項」は,「偶発事象」 と対比 される形で語 られてきた。本稿では,

「将来に起こる事象の結果が決定されていない(様 々な事象が将来に起 こり得

る)と いう意味での不確実性がある状況」(※)を,「 偶発事象4)」 と捉える。

3)従 って,「 現 在 の制 度 上 で は採 用 され てい ない か ら,そ の よ うな タイ プBの 未確

定事 項 を考 え る意味 は ない。」旨 の批 判 は,筆 者 の議論 に対 して は,無 意 味 であ る。

筆者 は,上 記 批判 に対 して,(1):タ イプBの 未確 定事 項 の存在(事 例)や 構 造が

知 られ て い ない か ら,た また ま採用 され てい な いだ け,あ るい は(及 び),(2):

制度 で採 用 され てい ない として も,一 般 的 な タイ プBの 未確定 事項 の構 造 まで崩

れ たわ けで は ない,と 反 論す るだ けで あ る。

4)FASB(1975),1項 の 「偶 発 事象 」(contingency)(坂 柳(2005a,168)の 脚 注
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その一方で,坂 柳(2005a),坂 柳(2005b),そ して本稿の 「未確定事項」は,

※に直面 した監査人が,将 来事象の結果が判断できない点が特徴である。5)つ

まり,「偶発事象」は,※ に見られるように,純 粋 に実態面に注 目した概念で,

「未確定事項」は,監 査人が※に直面 した場合に,そ の監査人の判断が介在す

る場合の概念であ り,両 者は全 く別の ものである6)。

本稿 は,こ のように偶発事象 と未確定事項を明確に区別 した上で,タ イプA

の未確定事項 に直面 した場合の監査人の対応が どうなるのかを導 く。 もう1つ

7を 参 照)や,以 下 に示 す,か つ て の 日本 公認 会 計士 協 会(1992),8項 の 「偶

発 事象 」 や,そ して 日本 公 認会 計士協 会(2003)の 「皿 証券取 引 法監査 にお け

る監査 報告 書1.年 度財務 諸 表 に関す る監 査報 告書(1)連 結 財務 諸表 に 関す る

監 査報 告書 ⑤ 追 記情 報 ㈲ 重 要 な偶 発 事象 」 に見 られ る 「偶発 事象 」([図9]

を参 照)は,本 文 中 に示 した ※に含 まれ る。
「偶 発事 象 は

,利 益又 は損 失 の発 生す る可 能性 が不確 実 な状 況が 貸借対 照 表 日

現 在既 に存 在 してお り,そ の不確 実性 が 将来 事象 の発 生す るこ と又 は発 生 しな い

こ とに よって 最終 的 に解 消 され る もの をい う。 この よ うな偶発 事象 は偶発 利益 と

偶 発損 失 とに分類 で きる。」

5)監 査 人が,そ の対応 決 定時 点で,将 来事 象 の結果 を 「判 断で きる」場 合 に注 目 し

な い理 由 は,坂 柳(2005b,242-243)の 脚 注1で 説 明 した 。そ ち らを参照 頂 きた

い。

6)「 未確 定 事 項」 と 「偶 発事 象 」 の 関係 につ い て,千 代 田(1989,25)は,次 の よ

うに記 してい る(千 代 田(1998,644)に も,同 様 の記 述が あ る。)。
「未確 定事 項(uncertainties)と は,当 該事 業年 度 の財務 諸 表 に影 響 を及 ぼす

可 能性 の あ る事 象 で,貸 借対 照 表 日あ るい は監査 報告 書作 成 日に おい て,そ れ ら

の もた らす影響 を監査 人が 決定 す る こ とが で きない もの であ る。 その代 表が偶 発

事 象(contingencies)で あ る。偶 発 事象 には偶 発利 得(gaincontingencies)と

偶 発損 失(losscontingencies)が あるが,実 際 に問題 に なるの は偶発 損失 で あ る。」

この千代 田(1989)の 記述 につ いて は,ま ず,未 確 定事 項 を タイプAとBに 区

別 しな い捉 え方が,そ もそ も適切 か どうかが 問題 にな る。 しか し,そ の点 につ い

て は,次 稿 以 降 で論 じる こ とに し,本 稿 で は,同 文献 によ る 「偶発 事象 」 と 「未

確 定事 項」 の関係 の捉 え方 が適切 か どうか を問題 にす る。

まず,未 確 定事 項 を定義 した後,「 そ の代表 が …」 とい う言 い方 か ら判 断 して,

千 代 田(1989)は,「 偶 発事 象 」 が 「未確 定事 項 」 に含 まれ る と捉 えて い る こ と

が わか る。

しか し,本 稿 の よ うに,「 偶 発事象 」 は,事 実 と して 「将来 事象 の結 果が 決定

されていないという意味での不確実性がある状況」と定義し,将 来事象の結果

(及び当年度の財務諸表に与える影響)に ついての監査人の判断については,特
にそ れ に言及 しない とい う方法 もあ るのだ が,千 代 田(1989)が その方 法 を選択
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しない の は,な ぜ だ ろ うか。 言い換 えれ ば,未 確 定事 項 につ い てだ けで な く,偶

発 事 象 につ いて も,将 来 に起 こ る事 象 の,当 年 度の 財務諸 表 に 「もた らす影 響 を

監査人が決定することができない」という形で,監 査人の判断を定義上考慮する

の は,ど う して だ ろ うか。 そ の点 につ いて の説 明が,千 代 田(1989)で はな され

てい な い。逆 に,未 確 定事 項 と偶発 事象 の 関係 につ いて,千 代 田(1989)の よ う

な捉 え方 を筆 者が 採用 しない の は,未 確 定事 項 と偶発 事象 の 関係 につ いて の千代

田(1989)の 説 明が,上 記 疑 問 を解 消 させ る ほ ど,説 得力 の あ る もの で はない か

らで あ る。

将 来事 象 の結果 が,当 年 度 の財務 諸表 に もた らす 影響 を,監 査 人が判 断 で きて

もで きな くて も,事 実 と して将 来 に起 こ る事 象 の結果 が決 定 され てい ない のは 間

違 い ない。 そ して,そ の よう な状 態(状 況)を 本稿 で は,「 偶 発事 象 」 と呼 ん で

お り,そ う した捉 え方 が,FASB(1975),1項 や,脚 注1で 述べ た 日本 公 認会

計 士協 会(1992)や 日本 公認 会計 士協 会(2003)の 「偶発 事象 」の捉 え方で あ る。

そ こで は,「 将 来事 象 の結 果 につ い て の監査 人 の判 断」 とい う要 素 は,概 念 定義

上 考慮 され てい ない。

本稿 で は,偶 発 事象 とは別 に,未 確 定 事項 につ い て は,監 査 人が 将 来事象 の結

果を判断できないという要素を考慮している。偶発事象の定義上考慮しなかった

要 素 を考 慮す るの で あれ ば,新 た に 「未確 定 事項 」 とい う概念 を持 ち 出す意 味が

あ るだ ろ う。千 代 田(1989)の ような,「 偶 発事 象 」 が 「未確 定事 項」 を代 表す

るという考え方では,少 なくとも,偶 発事象と未確定事項が重なる部分について

は,ど ち らか の概 念が 必要 な くなる,と 読者 か ら主張 され る し,ま た,ど うい う

基 準 で どち らを用 い れば よい のか,と い う批 判 も読者 か ら受 け るこ とに なる。 そ

の よ うな批判 は,千 代 田(1989)に とって本 意 なの だ ろ うか 。

筆者 の捉 え方 では,偶 発 事象(偶 発損 失)と,未 確 定事 項(タ イ プAで もBで

も)が 重 な る こ とは,一 切 な い。 その理 由 は,本 文及 び本 脚注 で説 明 した。

以 上 まで の議論 で,偶 発 事象 と未確 定事 項 の 関係 につ いて,前 者 が後 者 を代表

す る と考 え る(前 者 と後者 が重 なる部分 が ある と考 え る)千 代 田(1989)と,前

者 と後 者 は独 立 して い る とす る筆者 の どち らを正 当 とす るか は,読 者 の判断 で あ

る。 この 論争 は,「 どっ ちで もいい。」 問題 では ない。概 念 関係 を明確 にす る こ と

は,議 論 の 出来 を左 右 し,ひ いて は読者 に与 え る印象 に も関 わ る重 要 な問題 で あ

ろ う。

また,伊 藤(1994,45)で は,次 の よ うに記 され てい る。

「… しか しなが ら,偶 発 損失 と して注 記 を要す る もの の中 に は,将 来事象 の帰

趨 が財 務 諸表 に与 える影響 につ い て,経 営者 お よび監査 人 と も合 理 的 に予測 で き

ない もの が含 まれて い る場 合が あ る。監査 論 上 は,か か る偶発 損失 を未確 定 事項

(Uncertainties)と して認識 し,… 」(傍 線 筆者)

この伊 藤(1994,45)も,将 来事象 の帰 趨 につ い て,「 経 営者 お よび監査 人 と も

合 理 的 に予測 で きな い」 ところの偶 発損 失 を未確 定事 項 と考 えて い る。 そ の意 味

で は,伊 藤(1994)も,そ の よ うな偶発 損失 と未 確定 事項 が,概 念 的 に重複 す る

と考 え てい る こ とに な り,千 代 田(1989)と 同 じ問題 が生 じる。紙 幅 の都 合 で,

他 の 文献 を全 て紹 介す るこ とはで きないが,偶 発 事象 を定 義 す る際,監 査人 の判

断 を考慮 す る文献 は,全 て同様 の 問題 を抱 えて い る。
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の,タ イプBの 未確定事項に直面 した場合の対応は,次 稿以降の課題 とする。

タイプAの 未確定事項 に直面 した場合の監査人の対応 として1つ 考えられる

のは,他 の除外事項がない場合には,無 限定適正意見であるが,そ れ以外にも,

様々な選択肢 を考えることがで きる。2節 と3節 では,そ うした無限定適正意

見以外の様々な選択肢 を紹介する。その選択肢には,(1):[subjecttoopin-

ionと 適正意見+α7)コ とい う,財 務諸表に対す る意見を表明しなが らも,何

らかの手段で未確定事項の存在を財務諸表利用者に伝えるものと,(2):財 務諸

表全体に対する意見を表明しないもの(意 見差控あるいは意見不表明(後 述))

に大 きく分けられる。そこで,2節 では(1)について,そ して3節 では(2)につい

て紹介することに したい。

4節 では,2節,3節 で紹介 した無限定適正意見以外の監査人の対応の合理

性を検討 し,タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人が,理 論的にとりうる選

択肢を導き出す。最後の5節 では,本 稿 のまとめと本稿が監査論研究に与える

貢献,そ して今後の課題を示す。

2.タ イプAの 未確定事項 に直面 した場合 の選択肢

一subjecttoopinionと 適正意見十 α

タイプAの 未確定事項に直面 した場合 には,そ の開示が十分になされている

か どうか を確かめた上で8),(他 の除外事項がなければ)監 査人は,無 限定適

7)後 述 す るが,α は,2002年 改 訂 の監査 基準 で登 場 した 追記情 報等 の実 務 を表 す。

8)経 営 者 の行 う開示 が,経 営 者 の直面 す る状況 を財 務諸 表利 用者 に開示 して い るか

ど うか を監査 人 が確 かめ る とい う役 割 を考 え る場 合,ま ず,(1):何 らかの 開示基

準 に よって,財 務 諸表 上 認識 すべ きと される項 目が そ もそ も開示 され てい るか ど

うか を監 査人 が確 か め る場 合 と,(2):そ の 開示基 準 の も とで認 識す べ きとされ る

項 目は 開示 され てい る ものの(そ の意 味で は,「虚偽 表示」とは言 え ない ものの),

そ の開示 対象 項 目の経 営者 の 開示 の仕 方 に問題 が あるか どうか を監 査 人が確 か め

る場 合 の2つ が想 定 され る。

MeigsandLarsen(1969,22)は,「 十 分 で あ り有 益 な 開 示(adequatein-

formativedisclosure)」 に 関 して 「… も し,足 りな い とこ ろの ない(complete)
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正意見を表明することになるはずである。ところが,タ イプAの 未確定事項に

直 面 し た 場 合 の 対 応 と し て,AICPA(1974)(SASNo.2)はsubjectto

opinionを 考 え て い た し(24～25項)9),AICPA(1988)(SASNo.58)は,一

定 の 要 件 を満 たす 場 合 に,(他 の 除 外 事 項 が ない 時 に)無 限 定 適 正 意 見 に加 え て,

タ イ プAの 未 確 定 事 項 の 存 在 に つ い て,監 査 人 が 言 及 す る た め の 説 明 区分 をつ

け る(以 下,「 適 正 意 見+説 明 区分 」 とす る)よ う規 定 して い た(25～26項)10)。

この2つ の実務は,現 在米国では採用 されていないが,「 タイプAの 未確定

事項」を監査人に与えた場合に,論 理的にこれ らの対応が成立する余地がある

のかどうかは 一 実際の制度の動 きとは独立に一 検討する必要がある。そのよ

うな検討が,将 来の制度設計において,subjecttoopinionや 適正意見+説 明

区分 を考慮する余地があるのかどうかを決める指針になるか らである。

描 写が な され て ないの で あれ ば,財 務 諸 表 は ミス リーデ ィ ングな もの にな るだ ろ

う。」 と記 して い る。 こ こで の 「ミス リーデ ィ ング」 の意 味で あ るが,そ の後 の

記述 では 「工 場 や設 備 の売却 か ら生 じる異 常 な利得 が営 業利 益 に含 め られてお り,

明確 に識別 されて なか っ た ら,財 務諸 表 の読者 は会社 の収益 力 に 関 して ミス リー

ドされ るであ ろ う。」と され てい る。要す る に,与 え られて い る情 報 が少 ない(あ

るい は情報 に虚 偽が あ る)た め に,さ もな けれ ば行 わなか った ような判 断 を財 務

諸 表利 用者 が行 う状 況 を指 して,「(利 用者 が)ミ ス リー ドされ る」 と言 い,そ の

少 な い情報 の こ とを 「ミス リー デ ィ ングな情報 」 と言 うの だ ろ う。

この よう に,MeigsandLarsen(1969,22)か ら示 唆 を得 て,あ るい は一般 論

と して,「 十分 な 開示(adequatedisclosure)」 とい う概 念 を 「財 務諸 表利 用者 が

ミス リー ドされ な いた め に必 要 な情報 の 開示」 と捉 える場合,ミ ス リー デ ィ ング

な情 報 が ないか どうか の監査(つ ま り,十 分 な開示 が行 わ れて い るか ど うか の監

査(AICPA(1980),2項,AICPA(1992),4項 も参 照))は,本 脚 注最 初 の

段 落で示 した(1)～(2)の どち らの局 面 で問題 にな るのだ ろ うか。

実 は,ど ち らの局 面 で も問題 に なる。 とい うの は,ミ ス リー デ ィ ングな情報 が

あ る状 況,つ ま り,財 務 諸表 利用 者 に とって の何 らか の情報 の欠 如 は,発 生源 泉

を問 わな いで生 じるか らで ある。 なので,論 理 的 に は,ミ ス リーデ ィング な情 報

は,(1):経 営 者が 特 定の 開示基 準 に従 わ ない こ と,(2):経 営者 が 開示基 準 に は従 っ

て い る もの の,そ の項 目の 開示 の仕 方 に 問題が あ る こ と,の いず れ の原 因 によっ

て も発 生 し得 る。 とい うこ とは,(1)～(2)の ど ち らの 局面 で も,理 論 的 に は,「 開

示 の十分 性 の監査 」 は行 われ るこ とが わか る。 結局 の ところ,経 営者 の 開示 に監

査 人が 同意(脚 注19を 参 照)で きるか どうかが 問題 になる であ ろ う。

9)坂 柳(2005a,167-168)を 参 照 。

10)坂 柳(2005a,170-171)を 参 照 。
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それでは,米 国でかつて採用 されていたsubjecttoopinionや 適正意見+説

明区分 を,タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の理論的な監査人の対応 とし

て支持 しようとした場合,そ の論拠 には,ど のようなものがあるだろうか。以

下でそれを紹介する。

2-1subjecttoopinionが 果 た す情 報 提 供 機 能

まず,AICPA(1974)に 見 られ るsubjecttoopinionで あ るが,「 将 来 に起

こ る事 象 の 結 果 が 決 定 して い な く(不 確 実 性 が あ り),そ の 結 果 が 当 期 の 財 務

諸表に反映されていないという意味で,財 務諸表が(重 要な)未 確定の影響を

受 け て い る 旨」(※)を 示 す 記 述(AICPA(1974),39項 で い う 「独 立 の 区分 」

及 び 「意 見 区 分 」 を参 照11))は,当 然 な が ら,無 限 定 適 正 意 見 を表 明 す る場

合 に は,記 載 され な い もの で あ る 。 そ うす る と,subjecttoopinionは,無 限

定 適 正 意 見 と比 べ て,※ を示 す 区 分(パ ラ グ ラ フ)の 分 だ け,監 査 報 告 書 の 形

式 上,財 務 諸 表 利 用 者 に対 して 追 加 的 に情 報 を提 供 す る もの,と い う こ と に な

る 。

こ の 考 え 方 に従 う と,(1):「"Subject-to"オ ピ ニ オ ンの 限 定 は,重 大 な 不

確 実 性 に つ い て の,よ り明 白 な 早 期 警 告 を財 務 諸 表 利 用 者 に与 え,そ れ ゆ え

"S
ubject-to"オ ピ ニ オ ン も残 す べ きで あ る と信 じ て い る。」 と の 主 張12)に 見

ら れ る,「 重 大 な 不 確 実 性 に つ い て の 早 期 警 告 」 と い う 考 え 方 や,(2):

「「subjecttoopinion」 は
,重 要 な不 確 実 性/偶 発 事 象 に対 す る注 意 を 喚起 す

る もの で あ り,財 務 諸 表 利 用 者 に と っ て 有 用 な 「赤 旗(redflag)」 で あ る。」

11)こ の2つ の 区分 につ い て は,坂 柳(2005a,168)で 紹介 して い る。 そ ち らも参照

頂 きた い。 なお,AICPA(ユ974),39項 のsubjecttoopinionの 文例 の 「subject

to」 につ いて,筆 者 は,「 条 件 として」 と訳 さ ない。 将 来事 象 の結 果 が決 定 され

てい な い状 況(偶 発 事 象)に おい て,財 務諸 表が 未確 定 の影響 を受 け てい る,と

い うニ ュ ア ンス を訳 出す るか らで あ る。 坂柳(2005a,166-167)の 脚注6を 参照

頂 きたい 。

12)AICPA(1988,44)に 記 載 され て い る,SASNo.58に 対 す る監査 基 準 審 議会 メ

ンバ ー の1人 で あ るClancy氏 の意見 を参 照頂 きたい。
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(RobertsonandDavis(1982,662))と の 記 述 の,「 注 意 喚 起 」 とい う考 え方 は,

前 段 落 ※ を示 す 記 述 を記 載 す る こ と に よ る,subjecttoopinionの 果 た す 情 報

提 供 機 能 に直 面 した も の,と 位 置 づ け られ る こ と に な る13)。

subjecttoopinionの 持 つ,こ の よ う な情 報 提 供 機 能14)に 注 目 して,会 社 が

タ イ プAの 未 確 定 事 項 に直 面 して い る場 合 に,そ の 未 確 定 事 項 の 存 在 を財 務 諸

13)他 に,(1):TaylorandGlezen(1979,705)の 「委員 会(監 査 基準 執 行 委員 会 の

こ と一 筆 者 注)が,… 限定 意見(subjecttoopinionの こ と一 筆者 注)を 財 務諸

表利用 者 に とっ て有益 な もの(informative)と 考 えた こ とは,か な り明白 であ る。」

との主張 に見 られ る,「 有益 な」情 報 と して のsubjecttoopinionや,(2):News

Report(1982,12)に 見 られ る,「subject-toと い う形 の 限定が,彼 らの(銀 行及

び投 資業界 の一 筆 者注)意 思決 定手 続 にお いて 「赤旗 」 として有用 で あ る」 との

考 え方 も,2-1の 「まず,AICPA(1974)に 見 られ る～ 」 で始 まる段 落 中の ※

を記 すパ ラグ ラ フが記 載 され る こ とに注 目 して,subjecttoopinionに 情 報提 供

機 能 が あ る旨 を示 した もの,と 位 置づ け られ る こ とにな る。 この よ うなsubject

toopinionが,財 務諸 表利 用 者 の意思 決 定 に どの よ うな影響 を与 える と考 え られ

てい るか であ るが,例 え ば,Davis(1982、14)で は次 の よ うに記 されて い る。
「…未確 定事 項 につ い ての現 行 の監査 報告 上 の要求 は

,人 に よって は,現 時点

の財政 状 態 に深刻 に影 響 を与 える か も しれ ない ような将 来の不 確実 性が 存在 す る

こ とにつ いて,投 資家 に対 して 「赤 旗」 や 「警告 」 を与 え る もの,と 見 られて い

る…。 お そ ら く,監 査 人 に よって不確 実性 の存 在 を知 らされ る とす ぐに,利 用 者

はそ の不確 実性 につい て の開示 デ ー タを利用 す る こ とによ って,自 らの意思 決定

を適切 に修 正 す るであ ろ う。」

そ して,そ の よう な意思 決定 の修正 に よって,「 株 式 リター ンの 分布」(Davis

(1982,13))の 評価 が 変 わ るか もしれ ない。 以 上の説 明 は,[Subjecttoopinion

と,株 式 リター ンの分布 の評 価 の変 更]の 因果 関係 を記述 した理論 とは言 えな い

が,警 告 情報 と してのsubjecttoopinionが,財 務 諸表 利 用者 に もた らす1つ の

帰 結 につ い ての 説 明で はあ る。subjecttoopinionを 仮 に受 け入 れた と した場 合

に,そ れが どの よ うな意味 の警 告 なのか,に つい て の読者 の イメ ージ を膨 らませ

る1つ の説 明 に はな ってい る。

14)subjecttoopinionに つ いて は,AICPA(1978b,28)で,次 の よ うに も指 摘 され

てい る。

「もし,重 要 な不 確 実性 が会社 に不 利 な形 で解 決 され た ら,会 社 の資 源 は著 し

く減少 し,投 資家及 び債 権者 は損 失 を被 るか もしれ ない。 しば しば,残 って い る

会社 の資源 とい う ことに関 して,監 査 人 は彼 らに対 す る唯 一の 人物 であ り,彼 が

投 資家 あ るい は債権 者 に よる訴 訟の標 的 に なる。

何 人 か の 監査 人 は,不 確 実性 を理 由 と して意見 を限 定 す る(subjecttoopin-

ionを 表 明す る こと一 筆 者注)こ とを求 め る現 行 の要求(AlcPA(1974)の こ と
一 筆者 注)に 従 うこ とは

,望 ま しい法 的 保護 を もた らす と信 じて い る。 …」(傍

線筆者)
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表利用者に伝達するために,監 査人は一 無限定適正意見ではな く一subject

toopinionを 採用すべき,と の考えが出て くることが予想 される。さて,そ の

考えは,十 分合理的であろうか。その点の検討は,4節 で行 う。

2-2適 正意見十説明区分が果たす情報提供機能

一 方
,AICPA(1988)に 見 られ る 適 正 意 見+説 明 区分 につ い て は,Arens

andLoebbecke(1988,38)で,次 の よ う に 指 摘 さ れ て い る([図3]を 参 照 。)。

ま た,Rousseyetal.(1988,46)は,次 の よ う に 記 し て い る([図4]を 参 照 。)15)。

また,Shanketa1.(1979,28,30)で は,1967年 か ら1975年 にか け て,不 確 実

性 に関す る限定 意 見(subjecttoopinionの こ と一 筆 者 注)が 増 加 してい る原 因

の1つ と して,次 の こ とを挙 げ てい る。
「会 計士 が訴 訟 を受 けやす くな ってお り

,自 らを防御 す るた めの ス テ ップ と し

て,(subjecttoopinionが 一 筆 者 挿入)結 果 的 に望 まれて い るこ と」(傍 線筆 者)

これ らの 説 明か ら想定 され る 「自 らに提 起 され る訴 訟の 防御」 とい う要素 は,

監 査 人がsubjecttoopinionを 選 択 す る際 の1つ の イ ンセ ンテ ィブ(誘 因)で あ

る。一 方,subjecttoopinionの 「機 能 」 とい う時,本 稿 で は,財 務 諸表 に未確

定 の影響 を与 えて い る ところの状 況 があ る こ とを監 査 人が監 査 報告書 で指 摘 した
「後」 で果 た され る働 きの こ と を 「機 能」 と捉 えてお り,subjecttoopinionを

表 明す る 「前」 の イ ンセ ンテ ィブ につい て は,本 稿 で は考慮 してい ない 。
「訴 訟 の 防御」 とい う監 査 人 の イ ンセ ンテ ィブ は,監 査 人がsubjecttoopin-

ionを 表 明す る場 合 だ けで な く,後 述 す る適 正意 見+α や意 見差 控(あ るい は意

見不 表 明)を 選択 す る場 合 に も,原 理 的 には考慮 可 能で あ る。しか し,本 稿 で は,

特 定 の対 応 を選択 す る場合 の監査 人 の行動 要 因 につい て は焦 点 を当 て ない。 その
「特 定 の対応 」 自体 の合 理性(論 理 的成立 可 能性)の 検 討が 先 だか らで あ る。 こ

の検 討 を行 わ ないで,特 定 の対応 を選 択す る監 査 人の行 動要 因 を研 究 して も,そ

の 成果 は ほ とん ど無 意味,と の批 判 が なされ る可 能性 があ る。従 って,そ の イ ン

セ ンテ ィブ(例 え ば,提 起 され る訴訟 を回避す るため,あ るい は監査 対象 会社 の

株価 が異 常 に下 落す る の を防 ぐため等 の イ ンセ ンテ ィブ)に よって,監 査 人 が特

定 の対応 を選択 す る とい う考 え方 は,本 稿 で は採用 しない。

15)他 に は,タ イ プAの 未確 定事 項が 存在 す る こ とを示 す説 明 区分 の実務 を廃 止 した

AICPA(1995b)(SASNo.79)の 公 表 に反 対 したKilkeary氏 につ い て,次 の よ

うな記述 が あ る(AICPA(1995b,8))。 この記述 で は,AICPA(1988)の 説 明

区分 の 実務 が,「 重大 な不 確実 性 に焦 点 を当 てる」 手段 と して捉 え られて い る。
「Kilkeary氏 は,不 確 実性 につ いて の 区分(AICPA(1988)の 説 明 区 分 の こ

と一 筆者 注)は,重 要 な損 失 を生 じさせ る可能性 が あ る程度 あ る,ま た は高 い と

ころのそれらの重大な不確実性に焦点を当てることによって,財 務諸表利用者に

とっ て役 に立 つ(helpful)と 信 じてい る ので,本 ス テー トメ ン トの 公 表 に反対

して いる。」(傍 線 筆 者)
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[図3]

「財務諸表上で直接情報が開示されていても,あ るいは財務諸表を注意深く分

析すれば晴報が開示されているのは明らかであっても,説 明区分の目的は財務諸

表の読者に不確実性の存在を特に知らせることである。説明区分の明白な目的

[図4]

「SAS58号 によっ て もた ら され た3つ 目の主要 な変更 は
,財 務 諸表 に影 響 を与

え るか もしれ ない重要 な不 確 実性 につ い て監査 人が 報告 す る際 の方法 で ある。新

しいSASは,"subjectto"の 形 の 意見 限 定 を削 除 した が,財 務 諸 表 に影響 を与

え るか も しれ な い重 要 な不確 実 性 が あ る時 に,

説 明 区分 を加 える こ とを監 査 人 に要 求す る こ とに よって,「 赤 旗 」("redflag")

AICPA(1988),32項 が規定する監査報告書の形式上 は,タ イプAの 未確定

事項 に直面 した監査人は,他 の除外事項がない状況で,無 限定適正意見 を表明

し,無 限定適正意見 を表明したその区分(意 見区分)の 後に説明区分を加 える

(坂柳(2005a,171)を 参照。)。その説明区分には,本 質的には,2-1で 述

べたAICPA(1974)のsubjecttoopinionの 記載形式 と同様に,「 将来に起 こ

る事象の結果が決定していなく(不 確実性があ り),そ の結果が当期の財務諸

表 に反映 されていないという意味で,財 務諸表が(重 要な)未 確定の影響 を受

けている旨」(※)が 記載される。タイプAの 未確定事項 に直面 した場合の監

査 人 の 選 択 肢 と し て のsubjecttoopinionと,AICPA(1988)の 適 正 意 見+

説 明 区 分 は,共 に 上 記 ※ の記 載 を監 査 報 告 書 上 行 う点 は,共 通 な の で あ る16)。

16)本 文 中の ※ の記 載 が,AICPA(1988),32項 が示 す よ うに,無 限定 適 正 意見 を

表 明 した 意見 区分 の後 の説 明 区分で な され る と,そ の記 載 は,適 正 意見 とは別 個

に な さ れた,と い う印 象 を財 務諸 表利 用 者 に与 える。 そ れ に対 して,AICPA

(1974)のsubjecttoopinionを 監 査 人が選 択 す る際 に,2-1で 指摘 したAIC-

PA(1974),39項 の 「独 立 の区分 」 と 「意 見 区分」 にまたが って本文 中 の ※の記
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subjecttoopinionと 適正意見+説 明区分に,監 査報告書の形式上の共通点

があるな ら,そ の対応が財務諸表利用者に対 して果たす機能 も共通 しているは

ずである。2つ とも,他 の除外事項がない状況で,監 査報告書に記載される前

段落の※が,監 査報告書の形式上,財 務諸表利用者に対する情報提供機瀧を果

たす とい う こ と に な る。

そ うす る と,適 正 意 見+説 明 区分 に つ い て,[図3]・[図4]で 紹 介 した,

「読 者 に警 告 」([図3])と か
,「 赤 旗 」([図4コ)と い う特 徴 は,本 稿 で は,

上で指摘 した意味での情報提供機能に注 目したもの,と 位置づけられることに

なる17)。2-1で 指摘 したのと同様 に,こ こで も適正意見+説 明区分の持つ

載が なされ る と,次 の よ うな問題 が生 じる。

それ は,※ の記 載 は,※ の記載 が なけ れば表 明 され た はず の無 限定 適正 意見 を

変 更 す る の か,そ れ と も しな い の か,と い う点 で あ る。 以 下 に示 すAICPA

(1978b,25)が,AICPA(1974),39項 のsubjecttoopinionの 記 載例 が抱 え る

この問題 を念 頭 に置 いて い たな ら,そ れ は正 当で あ る。

「利用 者 に とって の混 乱 「subjectto」 とい う形 の限定 の意 味 と趣 旨 は,理 解

す るのが 困 難で あ る。監査 人 の意 図が,単 に他 で十 分 開示 され てい る情報 に焦 点

を当て る こ とにあ るのか,あ るい は財 務諸 表上 の欠 陥 を示す こと にあ るのか を,

利用 者が 知 る方法 は全 くな いた め,「subjectto」 とい う フ レーズ は,彼 らに とっ

て は っ き りしない もので あ る。… 」

17)AICPA(1988)で 規定 され て い る説 明 区分 が財 務 諸表 利 用者 の 意思 決 定 に どの

よう な影 響 を与 え る と考 え られ るか であ るが,BamberandStratton(1997,3)

に は,次 の よ うな説 明が あ る。

「SASNo .58は,監 査 報告 書 の第4区 分 にお い て,特 定 の重 要 な不確 実性 につ

い て 開示 す る よ う監 査 人 に要 求 した(AICPA(1988))。 こ の開示 が 将 来 キ ャ ッ

シュ ・フ ロー につ い て の 追 加 的 な 情 報 を与 え る 限 りに お い て,あ る い は 将 来

キ ャ ッシュ ・フロー につ いて の不確 実性 が 与 える影響 の方 に利用 者 の注意 を向け

させ る限 りにお いて,監 査 報告 書 の修正(説 明区分 を加 え る こと一 筆 者注)は,

銀行 の融 資担 当者 に とって有益 なはず で ある。銀 行 の融 資担 当者 は,そ の会社 が

提 案 した融 資 を行 うこ とがで きるか ど うか を決 定 しな けれ ばな らな い。そ れ には,

そ の会社 の その 時点 の財 政状態 と将来 キ ャ ッシュ ・フロー を評価 す る こ とが必 要

に な る。 本研 究 の参加 銀行 の典 型 的 な貸付 意思 決定 は,実 際 の融 資 申込み の受 入

れ,拒 否 の決 定 に加 え て,融 資 申 込み につ い て の直接 的 な リス ク評 価 や,(プ ラ

イ ム レー トを上 回 る)利 率 プ レミア ムをつ け る ことを,そ の 中身 としてい る。…」

銀 行 の融 資担 当者 であ れ ば,業 務 の性 質 上,上 に示 されて い る ような こ とが 意

思決 定 の中 身 に入 るので,上 記 説 明 は,彼 らのあ り得 る行 動 の記 述 と して 興味深

い。 た だ し,上 記 説 明 は,説 明 区分 の実務 を与件 と した場 合 の もの であ る ことに

は注 意が 必要 で あ る。
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このような情報提供機能に注目して,タ イプAの 未確定事項に会社が直面 した

場合に,監 査人は,無 限定適正意見に加 えて,そ の未確定事項の存在 を財務諸

表利用者に伝達するべ く,説 明区分を加 えるべ き,と の主張が出てくることが

予想される。この主張の合理性の検討 も,4節 で行 われる。

2-3適 正意見十αが果たす情報提供機能 一 特記事項と追記情報

タイプAの 未確定事項に直面した監査人の対応 として,AICPA(1988)は,

一定の要件 を満たす場合に,32項 で規定されている説明区分 をつけるよう求め

ていた。 この説明区分は,監 査人の意見が記載 される意見区分とは別個 に監査

報告書上記載される。ということは,タ イプAの 未確定事項 に直面 した場合の

監査人の対応を,他 の除外事項がない状況で,適 正意見+α と表 したら,そ の

αにAICPA(1988)の 「説明区分」は収容されることになる。

このように監査人の対応を一般化 して記述するのは,無 限定適正意見 とは別

個 に,一 定の要件を満た した時に監査報告書に何かを記載するよう監査人に要

求する実務があった場合,そ れを全 て αに収容 してしまえば,分 析が簡単に

な り,か つ,分 析 の取 りこぼしがな くなるか らである。この αは,無 限定適

正意見 とは別個に記載されるのだか ら,その意味では全て監査報告書の形式上,

財務諸表利用者に対する 晴 報提供」の意味を持っている18)。

この αに収容 される項 目として,か つて 日本の実務で採用されていた特記

事項や,現 在 日本で採用されている追記情報がある。その中身を以下に示す。

18)他 には,AICPA(2004,557)(国 際監査 基 準(ISA)700,30,32項)の,「 財 務諸

表の脚 注 に含 まれ てい る ところの,当 年 度 の財務 諸表 に影 響 を与 え る事 項 に焦点

を 当て るた め の事 項 強調 区分(anemphasisofmatterparagraph)」 が あ る。 な

お,AICPA(2004,557)(ISA700,32項)に 見 られ る"asignificantuncertainty"

とい う概念 であ るが,33項(AICPA(2004,557))の 事 項 強調 区分 の記載 例 が,「経

営 者 がそ の事項 の 最終 的 な結果 を決 定 で きず,財 務諸 表上 引 当金 を認識 してい な

い」(※)状 況 を前提 に して お り,経 営者 の ※の判 断 を監査 人が 除外 事項 にす る

こ とは,AICPA(2004,557-558)(ISA700,30～35項)で は想定 されて い ない こ

とを考 え る と,ISA700,30～35項 は,上 記 ※の経 営者 の 判 断 に,監 査 人が 同意

してい る場合 を考 えて い るこ とが わか る。 とい うこ とは,上 に示 した"asignifi-

cantuncertainty"は,本 稿 の タ イプAの 未確 定事 項 を指 して い るこ とに なる。
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まず,特 記事項の実務 であるが,1991年 改訂監査基準の 「第三 報告基準

四」及 び 「監査報告準則 五 特記事項」 の規定,及 び 日本公認会計士協会

(1992),2項,3項 の規定は,次 のようになっている([図5]を 参照。)。

[図5]か らわかるように,特 記事項は,監 査人が 「特に必要 と認める事項」

を記載 した 「注意的情報」であ り 「警報的情報」 と捉 えられていたことがわか

る。次に問題 になるのは,特 記事項の記載要件だが,特 記事項の記載対象にな

る偶発事象は,脚 注4で 述べた日本公認会計士協会(1992),8項 の偶発事象

である。その偶発事象の中の偶発損失のうち,(1):「 ① 発生の可能性の高い

偶発損失」のうちの 「(イ)金額が合理的に見積 もれないもの」(同9項)と,

(2):「② 発生の可能性が①ほ ど高 くないが,あ る程度予想される偶発損失」(同

9項)に ついて,同10項 は,次 のように記 している([図6]を 参照。)。

[図6]よ り,実 際に特記事項の記載対象 とするかどうかについては,監 査

人は,「 将来発生する可能性のある損失の見込額又は予測額の重要性」を検討

するよう求められていることがわかる。特記事項の記載対象 になる偶発事象(偶

発損失)に ついて,損 失金額の見積 もりができないと経営者が判断 し,監 査人

がその経営者の判断に同意19)している状況は,本 稿のタイプAの 未確定事項

である。 よって,タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の選択肢 として,他 の

除外事項がない状況で,適 正意見+特 記事項が想定できることになる。

次に,2002年 に改訂 された監査基準では,特 記事項 は廃止 され,新 たに追記

情報が新設 された。2002年 改訂監査基準の 「第四 報告基準 七 追記情報」

と 「監査基準の改訂について 三 主な改訂点 とその考え方9監 査意見及

び監査報告書(3)追 記情報 ①」 には,次 のように記 されている([図7]

を参照。)。

[図7]に よると,監 査人が 「説明を付す」あるいは 「強調する」必要があ

ると判断して監査報告書に記載 される追記情報は,監 査人の意見表明 とは明確

19)こ こで の 「同意 」は,坂 柳(2005a,159-160)の 脚 注1で 説明 した 「同意」であ る。

そ ち らを参照 頂 きた い。本 稿 の本文 や脚 注 に出 て くるそ の他 の 「同意」 につ い て

も,同 様 で ある。
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[図5]

「監査人は,企 業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするた

め特に必要と認められる重要な事項を監査報告書に記載するものとする。」(監査

基準 第三 報告基準 四)

「重要な偶発事象,後 発事象等で企業の状況に関する利害関係者の判断を誤ら

せないようにするため特に必要と認められる事項は,監 査報告書に特記事項とし

て記載するものとする。」(監査報告準則 五 特記事項)(傍 線 筆者)

「特記事項は,財 務諸表に注記されている重要な偶発事象,後 発事象等で会社

の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため,監 査人が特に必

要と認める事項を監査報告書に重ねて記載することによって強調し,そ れによっ

て利害関係者へ注意的情報又は警報的情報を提供するものである。」(日本公認会

計士協会(1992),2項)(傍 線筆者)

「特記事項は,監 査報告書に記載されるが監査意見を構成するものではないた

め,そ の記載に当たっては監査意見と混同される可能性のある語句又は表現を用

いてはならない。…また,特 記事項の記載は,利 害関係者が理解できるように,

平易な語句でかつ簡潔明瞭な表現でなければならない。通常,財 務諸表に記載さ

れている注記 と同一又はそれを要約した記載となる。」(日本公認会計士協会

(1992),

[図6]

「特記事項の記載対象となる偶発事象は,上 記のうち①α)及び②の偶発損失に

該当し,か つ,当 該事象が発生した場合には著しく重要な損失が見込まれるもの

の記載が企業経営に与える影響の重大さにかんがみ,監 査人は,将 来発生する可

(日本公 認会 計士 協会(1992),10項)

に区分されるもの,と されていることがわかる。そうすると,他 の除外事項が

ない状況で,追 記情報は,先 に示 した監査人の対応の図式[適 正意見+α]の

αに該当することがわかる。ということは,追 記情報は,監 査報告書の構造上,

財務諸表利用者に情報提供を果たす ものということになる。

実際,以 下に示す,日 本公認会計士協会(2003)の 「皿 証券取引法監査に
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[図7]

「監査人は,次 に掲げる事項その他説明又は強調することが適当と判断した事

項は,監 査報告書に情報として追記するものとする。

(1)正 当な理由による会計方針の変更

(2)重 要な偶発事象

(3)重 要な後発事象

(4)監 査 した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の

記載内容との重要な相違」(監査基準 第四 報告基準 七 追記情報)(傍

線筆者)

「監査人による情報の追記について示した。本来,意 見表明に関する監査人の

責任は自らの意見を通しての保証の枠組みのなかで果たされるべきものであり,

その枠組みか ら外れる事項は監査人の意見とは明確に区別することが必要であ

る。このように考え方を整理した上で,財 務諸表の表示に関して適正であると判

断し,な おもその判断に関して説明を付す必要がある事項や財務諸表の記載につ

いて強調する必要がある事項を監査報告書で情報として追記する場合には,意 見

の表 明 と明確 に区 分 し,監 査 人 か らの情 報 と して 追記 す る もの と した。 … した

がって,除 外すべき事項を追記情報として記載することはできない。これに関連

して,監 査人の意見との関係が曖昧であるとの指摘もある特記事項は廃止した。」

(監査基準の改訂について 三 主な改訂点とその考え方9監 査意見及び監

査報告書(3)追 記情報 ①)(傍 線筆者)

おける監査報告書1.年 度財務諸表に関する監査報告書(1)連 結財務諸表に

関す る監査報告書 ⑤追記情報(⇒ 追記情報の記載における重要性」には,「情

報の提供」 という記述が見 られる([図8]を 参照。)。一方,同 じく日本公認

会計士協会(2003)の 「皿 証券取引法監査 における監査報告書1.年 度財

務諸表に関する監査報告書(1)連 結財務諸表に関する監査報告書 ⑤追記情報

(ギ偶発事象」には,追 記情報の記載要件が示 されている([図9]を 参照。)。

[図9]よ り,追 記情報を記載するか どうかを決定するに当たって,監 査人

は,「将来発生する可能性の程度及び損失の見込額又は予測額の重要性」を判

断する。追記情報の記載対象になる偶発事象(偶 発損失)の うち,経 営者が損

失金額の見積 もりができないと判断 し,監 査人がその経営者の判断に同意 して
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いる状況は,本 稿のタイプAの 未確定事項 になる。よって,タ イプAの 未確定

事項 に直面 した場合の選択肢 として,他 の除外事項がない状況で,適 正意見+

追記情報が想定で きることになる20)。

[図8]

「追記情報を記載するか否かは,専 門家としての監査人の判断による。その記

載の目的は利害関係者への情報の提供であり,監 査対象である連結財務諸表に関

する利害関係者の判断に資するものでなければならない。」(傍線筆者)

[図9]

「偶発事象は,利 益又は損失の発生する可能性が不確実な状況が貸借対照表日

現在既に存在しており,そ の不確実性が将来事象の発生すること又は発生しない

ことによって最終的に解消されるものをいう。このような偶発事象は偶発利益と

偶発損失とに分類できる。偶発損失はその発生の可能性の程度に応じて次のよう

に分類される。

発生の可能性の高い場合

i)金 額の見積 りが可能な場合

五)金 額の見積 りが不可能な場合

b発 生の可能性がある程度予想される場合

発生の可能性が低い場合

現行制度上,上 記ai)に ついては引当金が計上され,そ れ以外については必

要な注記が行われることになる。

これらの事象を追記情報として記載するか否かの判断に当たっては,そ の記載

が企業経営に与える影響の重大さに鑑み,監 査人は将来発生する可能性の程度及

び損失の見込額又は予測額の重要性を慎重に検討する必要がある…。」(傍線筆者)

20)タ イ プAの 未確 定事 項 につ き,AICPA(1978a),そ してAICPA(1988)で 想

定 され て いる タ イプAの 未確 定事 項 は,損 失 を もた らす事象 の発 生可 能性 が,「あ

る程 度 あ る(reasonablypossible)」 以 上 の 場 合 を念 頭 に 置 い て い た(坂 柳

(2005a,163-172)を 参 照 。)。しか し,未 確 定事 項 は,タ イプAで もBで も,監

査 人 が将 来 事 象 の結 果 を判 断 で き ない場 合 で,経 営者 が 財 務 諸表 上 見積 も りを

行 って い るか ど うか だ け を問題 にす る概念 で あ る。坂柳(2005a),坂 柳(2005b),

そ して 本稿[図1]で 紹 介 した タイプAの 未確 定事 項 につ いて,特 に事象 の発 生

可 能性 につ い ての言 及 を してい ない のは,そ のた めで あ る。
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3.タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の選択肢

一 意見差控 と意見不表明

タイプAの 未確定事項に直面 した場合の対応 として,も う1つ 考えられてい

たのは,意 見差控であった。AICPA(1974),25項 の脚注8に は,次 のよう

に記されている([図10]を 参照。)21)。

このAICPA(1974)及 び脚注21のAICPA(1988)は,監 査人が意見差控

を選択することを妨げない旨を規定 してはいるが,論 理的に監査人がなぜ意見

差控 を選択す ることになるのか を説明 してい るわけではない。一方,AIC一

PA(1974)とAICPA(1988)の 意 見 差 控 に 関 連 し て,Carmichaeland

Pany(1993,50)は,次 の よ う に記 して い る([図11]を 参 照 。)。

ま た,タ イ プAの 未 確 定 事 項 に 直 面 し た 場 合 の 意 見 差 控 に つ い て,鳥 羽

(1994,333-334)は,次 の よ う に述 べ て お り([図12]を 参 照 。鳥 羽(1994,384-385)

に も,同 様 の 記 述 が 見 ら れ る。)22),山 崎(1998,94)は,[図13コ の よ う に述

AICPA(1978a),そ してAICPA(1988)が タイ プAの 未確 定事 項 を 問題 にす

る時,損 失 を もた らす事象 の発 生 可能性 が 「低 い」 場合 を考 え てい ない のは,そ

の状 況 で経営 者 が注記 開示 を行 う とは考 えて いな いか らで あろ う。経 営者 が注 記

開示 も行 わ ず,監 査 人 もその 判断 に 同意 して い る場 合 には,そ の状 況 を監 査 人の

対応 問題 を考 える上 で特 に問 題 にす る意味 は ない だろ う。
「偶発 事象(偶 発損 失)が 注 記 に 開示 され る こ と」が ,未 確 定 事項 を問題 にす

る際 の前提 なの で あれ ば,追 記 情報 の記載 対 象 に な り得 る とこ ろの,[図9]の

損失 の 「発生 の可 能性 が低 い場 合 」 であ って も,そ の状 況 で経営 者 に よる 自発 的

な注 記 開示一 例 え ば,あ る事象 の発 生 す る可能性 は低 いが,そ の事象 が発 生 した

場合 に被 る損 失金 額 は,見 積 もれ な いが,著 しい もの に なる可能性 が あ る こ との

注記 開示一 が な され る場合 には,そ の状 況 につ い ては,タ イプAの 未確 定 事項 に

つ いて議 論 す る意味 が ある こ とにな る。

21)AICPA(1988),16項 の脚 注11に も,同 様 の記 述 が な されて い る。 以 下 を参照 頂

きたい。

「不確 実性 が あ る こと を識 別す るため に,監 査報 告書・に説 明 区分 を加 え るこ と

は,本 節 で 熟考 され て い るよ うに,財 務諸 表利 用者 に十 分 に情報 を与 える こ とに

役 立つ 。 しか しなが ら,本 節 で は,不 確 実 性が 問題 にな る場 合 に,監 査 人 に よる

意見表明の差控えを妨げるのを意図するものは何もない。…」(傍線筆者)
22)[図12]の 鳥羽(1994,333-334)が,タ イ プAの 未 確 定事項 を念 頭 に置 いて い る

こ とは,坂 柳(2005a,175)で 指摘 した。 そ ち らを参照 頂 きた い。
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[図10]

「委 員会(監 査基 準執 行委 員会 の こ と一 筆者 注)は ,本 ス テー トメ ン トで熟 考

された不 確 実性 と監査 人 の意 見 の限定 につ い ての説 明 は,財 務諸 表利 用者 に十分

に情 報 を与 え る(inform)も ので あ るべ きであ る,と 信 じてい る。しか しなが ら,

本 ステ ー トメ ン トでは,不 確 実性 が 問題 にな る場合 に,監 査 人 に よる意見 表 明の

[図11]

「問題は,意 見表明が可能でないのはいつなのかについて,監 査基準書第2号

が指針を示さなかったことである。権威ある文献の穴を埋めるべ く,い くつかの

監査法人は,い つ意見差控が必要なのかについて,自 らの固有の指針を作った。

通常の場合,そ うした指針は一法人間で表現の違いこそあれ一 意見差控は,意

見を表明する実質がなくなるほど,そ の不確実性がクライアントの財政状態や経

べ て い る 。 これ らの 見 解 の合 理 性 の検 討 は,4節 で 行 わ れ る。

一 方
,日 本 の監 査 制 度 上,1966年 改 訂 に よ る 「監 査 報 告 準 則 四 財 務 諸 表

に 対 す る意 見 の 差 控 」 に は,[図14]の よ う に 記 さ れ,そ の 解 説 と して,佐 藤

他(1966,156-157)は,[図15]の よ う に 記 して い た23)。 そ して,1991年 改 訂

に よ る 「監 査 報 告 準 則 四 財 務 諸 表 に対 す る意 見 の 表 明 の差 控 」で は,[図16]

の よ う に 記 され て い た 。この 規 定 に つ い て,新 井 ・村 山(1992,116-117)は,[図

17]の ように述べている。

[図15]に よると,日 本の監査制度上は,[図14]中 の 「重要な監査手続が

実施されなかつたこと等…」の 「等」にタイプAの 未確定事項を含めていたこ

とがわかる。また,[図16]の 「重要な監査手続を実施できなかつたこと等…」

23)[図15]の 佐 藤 他(1966,156-157)の 「異 常 な 未確 定 事 項」 が,タ イ プAの 未

確 定 事 項 で あ るこ との証 明 は,坂 柳(2005a,172-174)で 行 った。 そ ち らを参 照

頂 きたい。 なお,坂 柳(2005a,173)の 上 か ら2行 目の佐 藤他(1966,156)の 引

用 で,「 予 測 され る …」 は,「 予 想 され る… 」の 誤 りであ る。 訂正 頂 きたい 。
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[図12]

「会計上の認識 ・測定が不可能な未確定事項が存在している場合

この場合とは,い わゆる重大な未確定事項が存在している場合である。財務諸

表に重要な影響を及ぼす可能性のある事象の発生原因はすでに生じているのであ

るが,か かる事象が最終的にどのような形で決着するかを経営者も監査人も予測

す る こ とが で きず,そ の ため,そ の事象 を会計 的 に認識 ・測 定す る こ とが で きな

い場合である。たとえば,被 監査会社を相手取った巨額の損害賠償責任訴訟や法

的請求,税 金をめぐっての税務当局よりの訴訟等は,そ の例である。通常,こ れ

らの事象が生じた場合には,会計的には,偶発債務として財務諸表に開示される。

かかる開示が不十分であれば,監 査人はこれを開示にかかる除外事項として処理

し,限 定 意見 または否 定 的意見 を表 明 す る ことに なる。

未確定事項を理由とした意見差控とは,こ のような取扱の考え方とは本質を異

にしている。たとえ偶発債務にかかる開示が十分に行われていたとしても,当 該

事象が被監査会社にとって最も不利な形で確定した場合における影響が甚大で,

そのため現在の企業の経済的実態を一変させてしまうような場合には,監 査人

は,当 該未確定事項が及ぼす潜在的な会計的効果の重大性を理由として,財 務諸

表そのものに対する意見の表明を緊急避難的に差控えてしまうのである。…」(傍

線筆者)

[図13]

「すで にみ た よ うに
,ア メ リカにお いて は,未 確定 事項 解消 時 の重大 な損 失額

または潜在的な損失幅を合理的に見積 もることができない場合がある,と 考えら

れて い るが,わ れ われ は,少 な く とも,そ う した重大 な損 失 の発生 可能 性が ほ ぼ
層 口

確実である場合には,監 査人が潜在的な損失幅の上限を見積もることができるの

で はない か,と 考 え てい る。未確 定 事項 が存 在す る場 合,監 査 人 は,そ の ま まで

は,財 務諸 表 の信頼 性 が一 定の程 度 で ある こ とを確 信 す る こ とは で きない。 これ

は,監 査範囲を制限された場合と同様である(原 文の脚注1を 表す記号は省略一
〇 ● ● ● ● ●

筆者注)。 こうした未確定事項は,財 務諸表全体の信頼性に対して潜在的な影響

を及ぼす。換言すれば,潜 在的な損失幅の上限分だけ財務諸表全体の信頼性の程

度が 「低下」する可能性がある。監査人は,そ うした財務諸表に及ぼす潜在的な

影響が,無 視することはできないが,あ くまで部分的なものにとどまっていると

判断した場合には,意 見限定付適正意見を表明し,そ うした財務諸表に与える潜

在的な影響が財務諸表全体の信頼性に及んでいると判断した場合には,意 見差控

え を行 うべ きであ る とわれ われ は考 え る…。」(傍 線筆者)
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[図14]

きない場合には,財 務諸表に対する意見を差し控える旨及びその理由を記載しな

ければならない。」(傍線筆者)

[図15]

「監査人が意見の表明を行なうことができない場合とは,意 見を形成するのに

必要な合理的な基礎をえられないときであり,し たがつて,監 査を実施した結果

十分な証拠を入手できないときに限られる。

十分な証拠を入手できない場合とは,監 査範囲に著しい制限があつたときと,

財政状態および経営成績に重要な影響をおよぼすおそれのある異常な未確定事項

(unusualuncertainties)が 存 在 し て い る と きで あ る 。

qら 艦 嘩亀.

異常な未確定事項とは,訴 訟,税 務上の問題など,監 査意見決定当時におい

て,監 査 人側 も,会 社 側 もそ の結 果 を まつ た く予測 す る こ とが で きず,い わ ゆ る

天 のみ ぞ知 る,と い つ た状 況 をい う。 こうい う未確 定事 項が 存在 してい れ ば,ど一

んなに監査手続を追加 しても,そ の影響額について合理的な決定を行なうことは

不可 能 であ る。 この ような場 合,し か もその結 果次 第 に よつ て は,会 社 の基盤 に
ノ

重大な影響があるほど著しく巨額であることが予想される場合には,監 査人は意一

見差控を行なわなければならない。その影響額が著しく巨額でない場合には,限

定付適正意見となることは,監 査範囲の制限の場合と同じである。

以上,二 つの異なつた条件のいずれかに該当する場合に意見差控ということに

なるが,そ のうち未確定事項は比較的最近に採 り上げられた事項であり,こ れを

準則上明らかに規制することは,日 本の現状ではまだ時期尚早であるとのことか

ら,こ れ を 「等」 で あ らわす こと と した ので ある。」(傍 線筆 者)

の 「等」 について,[図17]は,「 この 「等」は,旧 準則の場合と同様,未 確定

事項を意味するものと解される」としている。旧準則の 「未確定事項」は,[図

15]の 未確定事項,つ まり,タ イプAの 未確定事項である。そうすると,[図16]

の 「重要 な監査手続を実施できなかつたこと等…」の 「等」にも,タ イプAの

未確定事項が含 まれていたということになる。
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[図16]

見を形成するに足る合理的な基礎が得られないときは,財 務諸表に対する意見の

一方
,[図15]で は,「 どんなに監査手続 を追加 して も,そ の影響額について

合理的な決定を行なうことは不可能である」ことを理由に,意 見差控が導かれ

ている。この 「影響額」であるが,「 財政状態および経営成績 に重要な影響を

およぼすおそれのある」という表現から見ると,こ こでの 「影響額」とは,「監

査対象になっている財務諸表に与える影響額」であることがわかる。 このよう

な意味での影響額を監査人が決定できないのは,[図15]の 表現を使 えば,将

来事象の結果を 「まつた く予測することができ」ないか らであ り,筆 者の言葉

で言えば,「将来事象の結果が判断できない」から,と いうことになる24)。

他方,[図17]は,[図16]を 受けて,タ イプAの 未確定事項 に直面 した場合

の対応が意見差控になることを示 している。[図17]は,(1):特 許権侵害訴訟

のような裁判の帰趨が,「 会社や監査人の立場では予想することがで きない」

状況,(2):「 裁判の結果が会社にとって不利となる可能性が十中八九 となって

きたと判断されて もその金額を合理的に見積 ることがで きない」状況を例示 し,

このような場合 には,監 査人が 「どの ような監査手続を実施 しても,そ の結果

を判断 してその影響額 を合理的に見積 もることは不可能」であることを根拠に

意見差控 という結論を導いている25)。

24)[図 ユ4]と[図 ユ5]の 関係 で あるが,意 見差 控 を導 く[図 ユ5]の 説 明 は,当 年度

の財 務 諸表 に与 える影 響 額 を監 査 人 が決 定 で きな い こ とを理 由 に挙 げて い る点

で,[図14]に 見 られ る 「自己の 意見 を保 証 す る に足 る合 理 的 な基 礎 が得 られ」

ない こ とを理 由 に した 意見差 控 の説 明 よ り も,中 身が よ り具体 的 にな って い るこ

とが わか る。

25)本 文 中の(1)は,裁 判 の帰 趨(結 果)と い う事象 の発 生 可能 性が,会 社 や 監査 人 に

とって不 明で あ る状 況 を念頭 に置 いて い るため,厳 密 に言 えば,裁 判 の結 果の 「見

積 も りが可 能 か どうか」 とい う問題 とは異 な る。[図17]は,こ の点 を特 に意識

せ ず,本 文 中(1)と(2)の状 況 で,監 査 人が 「影響 額 を合 理 的 に見積 もる こ とは不可
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[図17]

「監査人が財務諸表に対する意見を表明することができず,意 見の表明を差控

えなければならない場合とは,財 務諸表に対する意見を形成するに足る合理的な

基礎が得られないときである。合理的な基礎が得られない場合とは,監 査実施過

程において十分な監査証拠を入手できないときである。十分な証拠が入手できな

い と きと して,準 則 は 「重 要 な監査 手続 が 実施 で きなか っ た こと等」 と規 定 して

お り,旧 準 則 の規 定 と変 更 はない。 この 「等 」 は,旧 準則 の場 合 と同様,未 確 定

事項を意味するものと解される(原 文の脚注8を 表す記号は省略一筆者注)。 し

たがって,十 分な証拠が入手できない場合とは,監 査の範囲に著しい制限があっ

たときと,異 常な未確定事項が存在するときである。」(傍線筆者)

「異常な未確定事項が,十 分な監査証拠が入手できない場合として,意 見表明
の差控の対象となるのは,特 許侵害訴訟のように,請 求されている賠償金額は巨

額であるが,そ の裁判の帰趨は,会 社や監査人の立場では予想することができな
い場合か,ま たは裁判の結果が会社にとって不利となる可能性が十中入九となっ

てきたと判断されてもその金額を合理的に見積ることができない場合である。こ

のような場合には,監 査人はどのような監査手続を実施しても,そ の結果を判断

してその影響額を合理的に見積もることは不可能である。しかしながら,そ の結

果次第では,会 社の経営基盤に重大な影響を及ぼすかもしれない。こういった巨

額の訴訟等がある場合には,意 見の表明を差控えなければならないと解すべきで

あろう。」(傍線筆者)

ここでの 「影響額」 も,[図17]中 の 「その金額 を合理的に見積ることがで

きない」 という表現か ら判断すると,「監査対象 になっている財務諸表に与 え

る影 響 額 」,つ ま り,[図15]に 出 て くる 「影 響 額 」 と 同様 で あ る こ とが わ か る 。

このような意味での影響額を監査人が 「合理的に見積ることができない」のは,

能」と判断する場合(※)を 考えている。[図17]の 主張を正確に理解する上では,
※だけに注目していればよいのだが,将 来に起こる事象の発生可能性が,経 営者

にも監査人にも不明である場合の監査人の対応については,別 途考慮が必要であ

る。

もっとも,経 営者にとって将来事象の発生可能性が不明といっても,あ る程度

は見込まれている場合に,損 失金額が見積 もれる偶発損失について,引 当金では

なく当該偶発損失の注記開示を経営者が選択していた時,監 査人がその経営者の

対応が適切であるかどうかが判断で きない場合の対応については,坂 柳

(2001,186-190)で 指摘されている。
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筆者の言葉で言えば,「将来事象の結果が判断できない」からであろう26)。

なお,監 査人が 「その影響額を合理的に見積 もることは不可能」 とい う言い

方であるが,見 積 もる行為 は財務諸表を作成する経営者であって,監 査人では

ないという考え方か らすると,[図15]に 出て くるように,「合理的な決定」 と

い う言い方の方が,自 然であろう。「どんなに監査手続を追加 しても,そ の影

響額について合理的な決定を行なうことは不可能」なので,将 来事象の結果に

ついて,見 積 もりができない との経営者の判断に,監 査人は同意するわけであ

る。以下では,監 査人の判断については 「影響額を決定できない」 とい う言い

方をすることにする。

制度の紹介の最後として,2002年 改訂の監査基準 「第四 報告基準 五 監

査範囲の制約4」 の規定 を示す([図18]を 参照。)。この[図18]の 「将来

の帰結が予測 し得 ない事象又 は状況」(※)の 主語であるが,こ の規定が監査

基準であることを考えると,そ の主語に監査人は当然含 まれることがわかる。

そ うす ると,※ は,坂 柳(2005a),坂 柳(2005b),そ して本稿で想定するよ

うな,「監査人が将来に起こる事象の結果を判断できない状況」に含まれる。

それでは,前 段落※は,タ イプAの 未確定事項なのであろうか,そ れ ともタ

イプBの 未確定事項なのだろうか。 この規定について,多 賀谷(2002,39),山

[図18]

26)こ こで も,[図16]と[図17]の 関係 が 問題 に な る。意 見差 控 を導 く[図17]の

説 明 は,当 年度 の財 務諸 表 に与 え る 「影響 額 を合 理的 に見積 もる こ とは不 可 能」

であ る こ とを理 由 に挙 げ てい る点 で,[図16]に 見 られ る 「財務 諸 表 に対 す る意

見 を形 成す るに足 る合理 的 な基礎 が得 られ ない」 こ とを理 由 に した 意見 差控 の説

明 よ りも,中 身が よ り具 体 的 にな ってい る こ とが わか る。
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[図19]

39))(傍 線筆者)

「なお,未 確定事項と呼ばれる将来の帰結が予測できない事象や状況が生じ,

浦(2002,21)は,そ れぞれ次のように述べている([図19]を 参照。)。

[図19]を 見ても,「未確定事項」 と記 されているだけで,そ の未確定事項

がタイプAな のかBな のかはわか らない。 しかし,少 な くともタイプAの 未確

定事項は排除 されてない。従って,監 査人がタイプAの 未確定事項 に直面 して

いる場合に,[図18]に 見 られるような意見不表明が選択 される余地があるこ

とになる27)。

次に,[図18]が 監査人に意見不表明の余地を認めている理屈であるが,「 重

要な監査手続を実施で きなかった場合 に準 じて」という言い方か らすると,[図

18]は,監 査人にとって,監 査手続 については何の制約 もなかったが,監 査人

が 「将来の帰結が予測 し得ない事象又 は状況」 に直面 している場合 を考えてい

ることがわかる。そのような監査人には一 「状況の影響」 とい う言い方が適切

かどうかとい う問題はあるが一,「財務諸表に与える当該事象又は状況の影響」

について,そ れが特 に複合的かつ多岐にわたる場合には,決 定で きないことが

当然想定できる。 ここでの 「影響」 とは,将 来の何 らかの事象の発生が考慮 さ

れているので,監 査対象年度の財務諸表への金額的な 「影響額」が当然対象に

27)「 意見不表明」という言い方は,以 下に示す内藤 ・那須(2002,33)に 従ったも

のである。
「さらに,損 害賠償請求訴訟や係争事件に代表されるような将来の帰結が予測

し得ない事象や状況が生じ,そ の帰結が財務諸表に対 して与える影響が複合的で

多岐にわたるために,入 手した監査証拠の範囲では意見の表明ができないとの判

断を監査人が下すこともあり得ることが明記されている。従来このようなケース
では,意 見差控えと呼称されていたが,今 回の改訂では,監 査契約の履行責任の

観点から差控えという表現をやめ,意 見を表明しない旨という表現が用いられて
いる。…」
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なっている と考 えられる。以上から判断すると,[図18]の 意見不表明は,本

稿のフレームワークで捉 え直す と,監 査人にとって将来事象の結果が判断でき

ないことによって,財 務諸表に与える影響額が決定できないことを理由にした

意見不表明であることがわかる。

以上のように,日 本の監査制度上,タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の

監査人の対応 として,意 見差控(あ るいは意見不確表明)を 導 く論理を,筆 者

の視点で図式化すると,次 のようになる。

[タイプAの 未確定事項 に監査人が直面 している⇒将来事象の結果が監査人

に判断できない⇒監査対象 になっている財務諸表に与える影響額が決定できな

い⇒意見差控(あ るいは意見不表明)]

以下の[図20]も 参照 して頂 きたい。上の図式や,こ の[図20]の 説明の妥

当性については,4節 で検討する。

[図20]一 日本の監査制度上,意 見差控(あ るいは意見不表明)を 導く図式
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4.タ イプAの 未確定事項に直面した監査人の対応

一 代替案の合理性の検討

2節,3節 では,タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の監査人の対応 とし

て,「無限定適正意見のみ」以外の ものを紹介 した。本節では,そ れらの対応

が理論的に成立するか どうかを検証する。監査人の対応が,あ る特定のものに

なる,と 主張す る場合には,そ の他の対応がなぜだめなのかを分析する必要が

あるだろう。まず,2節 で紹介 した,subjecttoopinionと 適正意見+α の合

理性の検討か ら始める。

4-1情 報提供の議論の合理性

subjecttoopinionと 適正意見+α を採用する論拠 と考えられたのは,「警告」

等の性質で語 られる情報 を財務諸表利用者に提供するためであった。ところが,

これ らの対応がなぜ 「情報提供」の機能を果たすのかと言えば,そ れは無限定

適正意見のみを表明する場合の監査報告書の形式と比べて,監 査報告書に何か

の追加的な記載が行 われるか らであった。

ということは,情 報提供 の機能を果たす と言って も,そ れは,既 にsubject

toopinionな り適正意見+α な りを監査人が監査報告書上で選択 した場合を問

題にしているからである。これか らタイプAの 未確定事項に直面 した場合の対

応 を考えようとしているのに,言 い換 えれば,タ イプAの 未確定事項 に直面 し

た場合の対応が どうなるか自体 に争いがあるのに,特 定の対応 を予め与件 と

し,そ れが果たす機能に注 目してその存在意義を主張するのは,研 究上適切で

はない。

特定の対応を与件 にすれば,原 理的には,ど んな説明も可能になる。しかし,

その説明が もっともらしいか どうかを決めるには,最 終的には,そ の理由説明

のもとで,そ の対応が論理的に導けるかどうかを検証 しなければならないはず

である。そうであれば,最 初か ら筆者のような,タ イプAの 未確定事項に直面

した場合の監査人の対応を正面か ら問う,と いう議論のスタイルをとらざるを
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得なくなるはずである。特定の実務 を与件 として議論する場合で も,究 極的に

は,筆 者の行うような演繹的な議論が避けて通れないわけである。

今の場合,監 査人の対応を導 くための前提 として用いているのは,(1):「 タ

イプAの 未確定事項」 とい う状況 と,(2):監 査人が,財 務諸表がGAAP(一

般に認められた会計原則)に 準拠 しているか どうかを確かめるという役割だけ

である。 この状況では,他 の除外事項がなく,タ イプAの 未確定事項 について

の開示が十分なされていることを確かめた ら,監 査人の対応 は,「無限定適正

意見のみ」 にしかならないはずである。

それにもかかわらず,subjecttoopinionを 表明する際の記載(2-1の 最

初の段落の※の記載)や,説 明区分等の αがなぜ必要なのだろうか。subject

toopinionや 適正意見+α を支持する論者は,こ の点をまず論証する必要があ

る。読者の方は,ど う思われるだろうか。

もちろん,「社会の期待に応えるため,財 務諸表利用者に対 して,警 告等の

性質で語 られる情報を提供す る」 という目的(※1)を 立てれば,subjectto

opinionや 適正意見+α の選択肢 も考えられる旨,主 張する論者がいるかもし

れない。 しか し,財 務諸表に十分に開示 されていることが監査人によって確か

め られた未確定事項の情報では,な ぜ 「財務諸表利用者に警告等の性質で語 ら

れる情報を提供する」 と言 えないのだろうか。subjecttoopinionや 適正意見

+α を支持する論者や,そ うした実務を与件 とした研究を行 う論者は,以 上の

点を明 らかにする必要がある。上記※1の ような目的を立てることが,そ のま

まsubjecttoopinionや 適正意見+α を支持することにつながるなら,そ れは,

「subjecttoopinionや 適正意見+α を選択すべ き状況 にあるか ら,監 査人は

それ らの対応を選択する。」 と言っているだけである。そのような主張は,理

論的な説明とは言わないであろう。上記※1の 目的を立てる場合に,な ぜ 「無

限定適正意見のみ」の選択肢が排除されるのかが論証される必要がある。

また,「 適正意見 にαを加えるかどうか,あ るいはsubjecttoopinionを 表

明するかどうかは,監 査人の判断に任せ る」(※2)と いう考え方 もあ り得る。

しか し,「監査人の判断に任せる」 と言った瞬問,議 論は場当たり的なものに
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な り,二 般性を欠 くことになる。一般性を欠 く議論は,理 論研究にとっては致

命的である。構築 した理論フレームワーク通 りに制度設計はできない旨の批判

も考えられるが,そ れでは何に基づいて制度設計を行 うのだろうか。そ うした

批判 には,読 者か ら 「非生産的」 との評価が下るだけであろう。

そもそ も,「個々の監査人の判断に任せればよい」旨主張する論者は,な ぜ

その選択肢の中に,適 正意見+α やsubjecttoopinion(あ るいは,意 見差控

や意見不表明を考えてもよいだろう)を 入れなければならないのかを,ま ず証

明 しなければならないはずである。前段落※2の 考え方は,こ れまで考えられ

て きた適正意見+α やsubjecttoopinionを 与件 としてお り,一 見,監 査人の

対応問題に柔軟に対処 しているようで,本 質的な問題一 タイプAの 未確定事項

に直面 した場合の対応が どうなるのかとい う問題一 に有効 な解答を与えていな

い 。

実際の制度上,subjecttoopinionや 適正意見+α が,何 かの理由で社会の

構成員に 「好ましい」 と判断され,排 除されない時があった(あ る)か もしれ

ない28)が,そ れらを採用する理論的な根拠はないことに注意が必要である。

subjecttoopinionや 適正意見+α を制度上で支持 しようとする場合 には,「理

論的な根拠がないのに,な ぜ採用するのか」の問いに,絶 えず答える必要があ

るように思 われ る。本稿 では,紙 幅の都合のため,情 報提供 を根拠 にして

28)例 え ば,subjecttoopinionを 望 む主 張 と して,NewsReport(1982,12)は,

次 の よう に記 してい る。
「「限 定(subjecttoopinionの こと一 筆 者注)は ,我 々の評 価 プ ロセ スの 中で

は,1つ の要 素 で しか ない。」 と,あ るア ナ リス トは言及 し,「 しか しそ れは,財

務 諸 表 の脚注 の1つ あ るい は1つ 以上 の特 定の側 面 を突 き止 め る ように我 々 を導

いて くれ る。そ れ は旗 なの であ る。そ して,」 と彼 は,以 下 の よ うに続 けた。…」

subjecttoopinionに 見 られ る情報 提供 の側面 を求 める声 は,適 正 意 見+α や,

「無 限定 適正 意見 の み」以 外 の対応 とい う意味 で は,意 見 差控(あ るい は意見不

表明)を 支持 す る根拠 と して も,用 い られ るの か も しれ ない 。 しか し,論 証 を無

視 した ま ま,何 かが 「好 ま しい(望 ま しい)」 か ど うか に よって,特 定 の結論(例

え ば,subjecttoopinion等 の監査 人 の対 応)を 導 いた り,導 か なか った りす る

議 論 は,少 な くと も研 究上 の議 論 で はない。 なので,極 端 な言い方 をすれ ば,今

日決 まった こ とが 明 日には変 わ る脆 弱 な構造 を持 ってい る。 筆者 は,そ の ような

議 論 は しな い。他 の研 究者 はそ う した議 論 をす るの だ ろ うか 。
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subjecttoopinionや 適正意見+α を否定 しない記述が見 られる文献を十分紹

介で きなかったかもしれないが,今 後 に登場する文献は,こ れまで述べて きた

問題について,筆 者を含めた読者に対 し,明 確な解答を与 える必要があるだろ

う。

4-2開 示基準の不十分さを根拠とする主張の合理性

一方 ,昨 今の文献では,[図21]に 示す内藤(1996,78-79)の ような主張 も

見 られる。 まず,[図21]の ①の部分であるが,(1):「 監査報告において,監

査人の立場か ら不確実性情報に関する追加的な情報提供を行い,会 計実践の熟

成に大いに寄与するという役割 を果たした」という記述,そ して,(2):「 企業

のリスク ・不確実性情報に関する監査報告書の説明パラグラフの記載」 とい う

記述か ら見て,こ の[図21]の ①は,AICPA(1988)が 規定 していた説明区

分の記載実務 に関して,監 査人が果たす と考えられる役割についての解釈を示

していることがわかる。そ して,[図21]の ② にあるように,「企業のリスク ・

不確実性情報に関する会計実践」が 「一般に認められた会計原則の レベルまで,

ディスクロージャー基準が制定 ・整備 される」段階になると,「情報提供の機

能はその役割 を終えて」,「情報内容の信頼 性を証明する機能」が 「企業のリス

ク ・不確実性情報に対 しても働 きかける」,と されている。 とい うことは,企

業のリスク ・不確実性情報に関するディスクロージャー基準が未整備である場

合には,[図21]の ① の図式に戻るのであろう。

仮 に[図21]の ①にあるように,AICPA(1988)がAICPA(1995b)に よっ

て改訂 されるまでの期間が,「 不確実性」 に関する 「注記開示の要件が,一 般

に認め られた会計原則(GAAP)に おいて規定されるまでの間」 に相当する,

と考えてみよう。この理解によると,AICPA(1995b)が 公表 される以前は,

[図21]の ①に見 られる 「不確実性」に関す るGAAPが 少な くとも十分なも

のではなかったということになる。こうした考えを受けて,「 会計実践がディ

スクロージャー として望ましい方向にその経験を蓄積 していくなか」にある場

合には,監 査人は 「不確実性情報に関する追加的な情報提供 を行」うことにな
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[図21]

「以上で検討した,企 業のリスク ・不確実性情報に関する監査報告書の説明パ

ラ グ ラフの 記載(AICPA(1988)に よ る説 明 区分 の 記載 の こ と一 筆 者 注)の 取

扱 い の変 更(AICPA(1995b)に よって,AICPA(1988)に よる説 明区分 の記

載 が廃 止 され た こ と一 筆者 注)が,監 査 の情 報提 供機 能 に もた らす イ ンプ リケ ー

シ ョンは,次 の2点 に整理 で きる。

① 当期 の財 務 諸表 に重 要 な影響 を もた らす可 能性 が 高い と経営 者 お よび監査

人が考 える不確 実性 につい て,そ の財務 諸表 上 での注 記 開示 の要件 が,一 般

に認められた会計原則(GAAP)に おいて規定されるまでの問,会 計実践の

なかで積極的な情報提供として経営者がポジティブなディスクロージャー姿

勢をとり,そ れに対 して,監 査の側でも,こ の情報提供の意味を財務諸表利一

用 者 に説 明 し,そ の注 意喚起 をはか る とい う レ ッ ド ・フラ ッグ機能 の役 割 を

担 っ てい た とい う解 釈 が可 能 であ る。

この こ とは,会 計 実践 が デ ィス クロ ー ジャー と して望 ま しい方 向に その経

験を蓄積していくなかにあって,監 査がその方向を助長すべく,監 査報告に

おいて,監 査人の立場から不確実性情報に関する追加的な情報提供を行い,

会計実践の熟成に大いに寄与するという役割を果たしたものであると考えら

れる。…

② 企業のリスク ・不確実性情報に関する会計実践が相当程度の経験を積み,
一 般 に認 め られた会 計 原則 の レベ ル まで

,デ ィス クロー ジ ャー基準 が制 定 ・

整備される段階に至って,監査としての情報提供の機能はその役割を終えて,

監査の本源的機能である,情 報内容の信頼性を証明する機能(情 報内容証明

機能)が,こ の企業のリスク ・不確実性情報に対しても働きかけることとな

る。 …」(傍 線 筆者)

る,と いうのが内藤(1996,78-79)の 主張であろう。

この主張を敷街すると,タ イプAの 未確定事項に直面した監査人の対応につ

いて,[図22]の ような考えが出される可能性がある29)。 この[図22]は,タ

イプAの 未確定事項の開示基準 の不十分さを根拠 とした適正意見+α やsub一

29)古 賀(1990,11)は,次 の よ うに記 して い る。

「… ソ ー シャル ・エ ー ジェ ン トと して の監査 人 は,… 情報 そ の ものの保 証 の担

保 のみ な らず,当 該 情報 の利 用可 能性 の改 善 を図 り,利 用者 側 の便益 に資す る こ

とが要 請 され るで あ ろ う。 た とえ ば,情 報 の解 説機 能 や補足 的 ・付加 的情 報 の提

供機 能 等が そ うで あ る。 …
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[図22]

「タイ プAの 未確 定事 項 に関す る開示基 準 が不 十分 な状況 で は
,無 限定 適 正意

見 で はな く,財 務 諸 表利 用者 に とっての警 報等 の性 質 を持つ 何 かの情 報 を提供 す

るた め に,監 査 人 の対応 と して,適 正 意見+α あ るい はsubjecttoopinionを 選

択 す る道が 出 て くる。」

jecttoopinionの 擁i護説である。

内藤(1996)に ついても,[図22]に ついても言えるのだが,仮 にある開示

基準が,開 示内容(何 を開示す るか),開 示要件(ど のような場合に開示するか),

そ して開示方法についての規定が一・定の観点から見て網羅されていない という

それでは,か かる情報提供機能という積極的役割が監査人に要請されるように

なった理由は何であろうか。その一つの理由を会計基準という準拠枠の固定性に

みることができよう。周知のように,会 計基準は長い年月を通じて生成され,安

定化した価値体系である。かかる安定化 したものは社会的 ・経済的状況の変化や

緊急 の状 況 に即 して タイム リー に対応 す る こ とは困難 であ る。 そ こに,制 度 と利

用者の期待との間にある種の歪みが生じ,か かる歪みを是正 ・改善し,情 報の利

用可能性の促進を図る機能が監査人に期待されるようになる。…」(傍線筆者)
この見 解 は,会 計基 準 の 「社 会 的 ・経済 的状 況 の変化 や 緊急 の状況 」 に 「タイ

ム リー に対応 す る こ と」 の困 難 性 を理 由 として,監 査 人 に 「情報 そ の ものの保 証

の担 保」 だ けで な く,「情 報 提供 機 能 とい う積 極 的役 割」 が 求 め られ る こ とに な

るこ とを説 明 した もので あ る。本稿 で言 う,未 確 定 事項 に関す る 「開示基 準 の不

十分 さ」 は,古 賀(1990,11)の 言 う 「会計 基準 とい う準 拠枠 の固 定性 」 に よ っ

て生 じるの で,こ の古 賀(1990,11)の 議論 を敷 街 して,[図22]の 主 張 を導 き出

す こ とが 可 能 とな る。

また,山 浦(1999,215)は 次 の よう に記 してい る。

「しか し,他 方 で,現 在 の わが 国 の監査 基準,会 計 ・開示 基準,な らび に実務

指針 類 の不 十分 さは,監 査 人 を して,常 軌 的監 査保 証 の枠外 で の対応 を余 儀 な く

させ て い るの も事 実 で ある。例 えば,企 業 の存 続能 力 に も関わ る リス ク要 因 の開

示 を促す 基準 が ない場 合 に,監 査 人 は,利 用者 の注 意 を喚起 す るた め に注 記 や追

加情 報 と して 開示 を監査 人 自身が 企業 に要 求 し,そ の う えで特記 事項 と して記 載

す る,と い った実 務 を助 長す る こ とにな った… 。い わば,会 計 ・開示基 準 の不備,

不在 を補 う存 在 が特 記事項 にな って い る,と い うこ と もで きる。」(傍 線筆 者)

山浦(1999,215)は,「 企業 の存 続 能 力 に も関 わ る リス ク要 因」 を念 頭 に置 い

て議 論 を して いる。その 点 は考慮 しなけ れば いけ ないが,「会 計 ・開示 基準 」や 「実

務指 針類 」 の不 十分 さに よって,監 査 人が 特記 事項 を付 す とい う議論 の 図式 を利

用 して,[図22]の 主張 をす る論者 が 出て くる可能性 が あ る。
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意味で,不 十分なものであったとしよう。 しか し,そ の時存在 しているのはそ

の開示基準だけである。そうだとしたら,そ の時の監査人は,そ の開示基準を

GAAPと して監査 に従事することになるはずである。 もちろん,時 間が経て

ばそのような不十分な開示基準は整備 されるであろう。

そうすると,内 藤(1996,78-79)が 言 うように,状 況が,仮 に 「会計実践が

ディスクロージャーとして望 ましい方向にその経験 を蓄積 してい くなか」 に

あったとしても,そ の状況で,監 査人が 「不確実性情報に関する追加的な情報

提供」を行 うと主張す るのはなぜだろうか。少なくとも,そ の当時の開示基準

(例えば,FASB(1975)が 考えられる)30)を前提 にして,タ イプAの 未確定

事項 に直面 した場合でも,監 査人には,無 限定適正意見のみを表明するという

選択肢(あ るいは,AICPA(1988),16項 の脚注11の 意見差控)が あるはず

だが,そ の選択肢を内藤(1996,78-79)が 考慮 しないのはなぜだろうか。読者

には,疑 問が残 るところであろう。

要するに,「 不確実性」に関す る開示基準が十分でないことに よって,な ぜ

監査人が情報提供を行 うことになるのかが不明なわけである。同様の ことは,

[図22]に 対 して も言 え る 。 開示 基 準 の 不 十 分 さ と,無 限 定 適 正 意 見 以 外 の 対

応(適 正 意 見+α やsubjecttoopinion)と の 問 の 因 果 関 係 が 不 明 な の で あ る31)。

30)AICPA(1974)の 公 表 後,FASB(1975)ま での 偶発 事 象 の 開示 基準 と して,

AICPA(1958)が あ った。偶発 事 象 の定義 につい て は,次 の ように記 されて い る。
「…会 計 上偶発 事 象 は

,関 連す る将 来事 象 に よって,通 常 利得 あるい は損失 が

同 時 に発 生 す る形 で,お そ ら く資産 の取得 あ るい は喪 失,又 は負 債 の発 生 あるい

は回避 を生 じさせ る ような,か な りの程度 の不 確実 性 があ る現在 の状 態,状 況,

あ るい は環境 で あ る。 …」(1項)

偶 発事 象 の 開示 につ いて の規定 は,以 下 の ように なっ てい る。
「…偶 発事 象 の 開示 は

,財 務諸 表 あ るい はそれ につ いて の脚注 にな され るべ き

である。その開示は,特 定の状況ごとの判断に基づ く開示の程度に従ってなされ

るべきであり,そ の偶発事象の性質を示し,そ の見通しについての評価を示すべ

きで ある。 も し問題 に なっ てい る金額 の見 積 も りがで きないの であ れば,そ の偶

発事 象 を記述 し,決 定 で きる見積 も り金額 が全 くない こ とを説 明す るた めの一 般

的 な用 語 に よって,開 示 はな され るべ きであ る。 …」(5項)(傍 線筆 者)

31)NewsReport(1982,12)に は,次 の よ うな主 張 が示 され てい る。

「SECか らの オ ブザーバ ー は
,次 の ように言 っ た。 「た とえ,FASB基 準 書 第
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あるいは,内 藤(1996,78-79)は,筆 者の ような,タ イプAの 未確定事項に

直面 した場合 の監査 人の対応 を正 面か ら考 えてはいないのだろうか。内藤

(1996)は,そ の ような議論 を しな くて もよ くなったの だろ うか。 内藤

(1996,78-79)が 行おうとしているのは,AICPA(1988)が 規定 していた説

明区分の実務やそれ を廃止 したAICPA(1995b)を 与件 として,な ぜそのよ

うな監査報告実務 の変化が生 じたかを探 り,[図21]に あるような 「企業のリ

スク ・不確実性情報に関する監査報告書の説明パラグラフの記載の取扱いの変

更が,監 査の情報提供機能にもたらすインプリケーション」を引 き出すことで

あろう。

しかし,そ うであれば,ま ず分析対象としてのAICPA(1988)の 説明区分

の記載実務な り,そ れを廃止 したAICPA(1995b)自 体が,分 析者の観点か

ら見て合理的か どうかを問い直さなければならないはずである。「分析者が構

築す る理論 によって導けない実務 を与件 とした分析には意味がない。」 と批判

されたら,内 藤(1996)は どうするのだろうか。筆者はそのような批判に応え

られないので,ま た,内 藤(1996)が 取 り組んでいるように見える前段落に示

した試みを精緻化することを意図しているので,一 番最初に取 り組む課題 とし

5号 が 改善 された,あ るい は進歩 した と して も,新 しい基準 は必 ず しも十分 な開

示 に はつ なが らな い よう に思 う。」彼 は続 け て次 の よう に言 っ た。 「監 査基 準 審議

会 が,監 査 人 に は無 限定 適正 意 見,あ るい は 「除外 事項 つ きの(except-for)」

意見 しか与 え られず,そ の 間 には何 もない と言 うので あれ ば,私 は不 安 に なるで

あ ろ う。」

この発 言 者 の発 言 に は,以 下 の よ うな 問題 があ る。

仮 に,こ の発 言 者 が 念頭 に置 い て い る よ う に,FASB(1975)が 何 らかの 意

味 で不 十分 な もの であ った として,そ の場 合 に,無 限 定適正 意見,あ るい は除外

事 項つ きの意見 以外 の もの を考 え る余 地 があ る,と い うこ とを上 記発 言 が示唆 し

て い るの だ と した ら,そ れ は どう してだ ろ うか。 その理 由を示 す必要 が あ る。 ま

た,既 存 のFASB(1975)が どん な に不 十分 と考 え られ る場合 で あ って も,原

理 的 には,未 確 定事 項 につ いて の開示 の 十分性 の監 査 は行 え るはず であ る。 この

考 え方 を排 除す るの はなぜ だ ろ うか。 この疑 問 を解 決 す る解 答 を上記 発 言者 は示

して い な い 。 そ も そ も上 記 発 言 者 は,タ イ プAの 未 確 定 事 項 に 関 し て,

FASB(1975)に どの よ うな不 十 分 さが あ るのか を示 してい な い。 よっ て,上 記

発 言 に は説 得力 が ない との評 価 が な され るだ ろ う。
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て,そ もそ も タ イ プAの 未 確 定 事 項 に 直 面 した場 合 の 監 査 人 の 対 応 が ど う な る

の か を考 えて い る の で あ る。

ま た 内 藤(1996)は,1994年 に 公 表 さ れ たStatementofPosition94-6

(AICPA(1995a))に 焦 点 を 当 て て い る が,こ のAICPA(1995a)とFASB

(1975)の 関係 につ い て 言 う と,AICPA(1995a)は,「 財 務 会 計 基 準 書 第5

号 や そ の 他 の 会 計 の 公 表 書 に よ っ て 要 求 さ れ て い る 開 示 に加 えて,こ のSOP

は,以 下 に示 す よ うな 資 産 あ る い は負 債 の 簿 価 の 決 定 に あ た っ て 採 用 され た 見

積 も り,あ る い は偶 発 損 失 あ る い は偶 発 利 益 の 開示 に あ た っ て 採 用 さ れ た 見 積

も りに 関す る開 示 を 要 求 」(12項)(傍 線 筆 者)す る もの で あ る。 この 意 味 で は,

AICPA(1995a)は,正 に 「他 の 権 威 あ る 公 表 物 の 要 求 を補 完 す る もの 」(6

項)で あ り,「 あ ら ゆ るFASBの 公 表 書 の 要 求 も,… 一 切 変 更 しな い 」(5項)

わ け で あ る 。

このAICPA(1995a)の 見 積 も りに 関 す る 開示 要 求 は,[図23]に 示 す(原

文 の 脚 注 は,全 て省 略 して い る)が,13項 は,見 積 も りに 関 す る 開示 要 件 を規

定 した もの で あ る。 また14項 は,開 示 対 象 と して偶 発 損 失 が 含 まれ る場 合 の 開

示 内 容 を 規 定 し て い る。 な お,AICPA(1995a)に 出 て く る 「近 い 将 来

(Nearterm)」 は,7項 に よる と,「 財 務 諸 表 日か ら1年 を超 え な い 期 間 」 で

あ る 。

一 方
,16項 で は,2つ 前 の 段 落 で 触 れ た よ う に,AICPA(1995a)が

FASB(1975)を 補 完 す る もの で あ る こ とが 示 され て い る 。こ の両 者 の 違 い は,

FASB(1975)は 「近 い 将 来 の 偶 発 事 象 と遠 い将 来 の 偶 発 事 象 を 識 別 して い な

い 」 が,AICPA(1995a)は そ の2つ を識 別 して い る 点 に あ る 旨 を,16項 は

示 唆 し て い る32)。

また16項 で は,FASB(1975)と の 関 係 で,「 そ の 見 積 も りの 変 化 が 近 い 将

32)AICPA(1995a)の13項 脚 注7に は,「 このSOPで 用 い られ る 「あ る程 度 あ る」

とい う用 語 は,将 来 に発 生 す る取 引 あ るい は事象 の見 込 みが 「低 い」 よ りも高 い

が,「 起 こ りそ う(1ikely)」 よ りも低 い こ とを表 す ため に,FASB基 準書 第5号

で用 い られ てい るそ の用語 と整合 的で あ る。」 と記 されて い る。
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来に起 こる可能性が少なくともある程度あること」を開示するよう規定 してお

り,そ れと同様の規定は14項 にも見 られる。この 「変化」の意味であるが,[図

23]の13項 の開示要件bの 「その変化の影響が,財 務諸表に対 して重要なも

のである」 との記述が参考になる。

もし,見 積 もりを行った時点で,そ の見積 もり数値(E1)と 著 しく異なる損

失額(E2)の 発生 を決定づ ける事象が 「近 い将来」 に発生す ると見込 まれ,

その損失額E2を 見積 もったら,当 年度の財務諸表は,(E1-E2)だ け重要な

影響 を受けていることになる。そうすると,こ こでの 「変化」 とは,「 経営者

の見積 もり数値(E1)と 著 しく異なる見積 もり数値(E2)が 将来に発生すること」

を指 していると考えられる。先に述べたように,そ の別の見積 もり数値(E2)

の発生可能性が少な くともある程度ある場合に,14項 と16項 は,そ の旨を開示

するよう求めている。

さて,以 上の[図23]の 分析か らわかるように,内 藤(1996)が 考慮 してい

るAICPA(1995a)は,偶 発事象(偶 発損失)に 関 して言 えば,損 失額の見

積 もりを経営者が既 に行っている状況を専 ら念頭 に置いてお り,経 営者が損失

金額の見積 もりができない状況は,14項 で触れている部分 を除けば,考 慮され

ていない。問題の14項 は,経 営者が損失金額の見積 もりができない場合 に,「そ

のような見積 もりを行うことがで きない」ことを開示するよう規定 している。

しか し,こ の規定 は,財 務諸表上の見積 もり数値(先 の例では,Eヱ)と は別

の見積 もり数値(先 の例では,E2)が 見積 もれない旨を開示するよう求めて

いるだけであ り,そ もそも財務諸表上の見積 もり数値(Eヱ)が 見積 もれない

場合の規定ではないと考 えられる。一方,FASB(1975)で 注記開示が要求

される場面(坂 柳(2005a,168-169)を 参照)に おいて,「 …その開示は,偶 発

事象の性質や発生可能性のある損失あるいは損失の幅についての見積 もり,あ

るいはその ような見積 も りがで きない ことを示 す ことになるだろ う。…」

(FASB(1975),10項)と の 規 定 は,[図23](16項 部 分)よ り,AICPA(1995a)

に よ っ て 変 更 さ れ る も の で は な い の だ か ら,FASB(1975)とAICPA(1995a)

は,「 損 失 金 額 の 見 積 も りが で きな い 旨 を 開示 させ る」 とい う点 で は,同 じで
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[図23]

「見積 も りに関す る開示 は,財 務諸 表 の公表 前 に利用 可 能 な既 知 の情報 が,以

下 の規準 の 「両 方」 が満 た され てい る こ とを示 す 時 に,な され るべ きで あ る。

a.財 務 諸表 日時 点 に存在 してい た状態,状 況,あ るい は環境 に よって,財 務

諸 表 に与 える影響 の見積 も りが,近 い将 来 に,1つ あ るい は1つ 以 上の将 来 の決

定 的 な事 象(confirmingevents)を 原 因 と して,変 化 を受 け る こ とが,少 な く

と もあ る程 度 ある。

b.そ の変化 の影 響 が,財 務 諸 表 に対 して重 要 な もの であ る。」(13項)(傍 線

筆者)

「開示は,不 確実性の性質を記すべきであり,そ の見積もりの変化が近い将来

に起こる可能性が少なくともある程度あることを示す記述を含むべきである。も

し,見 積もりがFASB基 準書第5号 によって扱われている偶発損失の見積 もり

も対象にしているならば,そ の開示は,発 生可能性のある損失あるいは損失の範

囲 の見積 も りも含 むべ きで あ る し,あ るいは その ような見積 も りを行 う ことがで

きない こ とを記 すべ きであ る。見 積 も りを,変 化 を受 けや す い状 態 に させ て い る

そ の要 因 の 開示 は,推 奨 され る もの で はあ るが,要 求 は され な い。」(14項)(傍

線筆 者)

「このSOPの 開示要求は,FASB基 準書第5号 の開示要求あるいは開示基準

とは別 の もので あ り,い か な る点 に おい て もそれ らを変 更 す る もの で はない 。 む

旦,

の であ る。

・も し
,見 積 も り

積 も りを含 む)が,

は,

それは基準書第5号 のもとで要求される開示を,以 下のように補完するも

(FASB基 準書第5号 によって扱われている偶発事象の見

このSOPの13項 の開示基準を満たしているなら,こ のSOP

その見積もりの変化が近い将来に起こる可能性が少なくともある程度あるこ

とを示す開示を要求している。FASB基 準書第5号 は,近 い将来の偶発事象と

遠 い将 来の偶 発 事象 を識 別 して いな い。 …」(16項)(傍 線筆 者)

あろう。つまり,タ イプAの 未確定事項について問題になる,損 失金額の見積

も りが で きな い場 合 の規 定 の 中 身 は,FASB(1975)もAICPA(1995a)も,

変わ りがないと考えられるのである。

内 藤(1996,78-79)は,[図21]の ① で,(1)「 不 確 実 性 につ い て,そ の財
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務諸表上での注記開示の要件が,一 般に認め られた会計原則(GAAP)に おい

て規定されるまでの間」という言い方や,(2):「 会計実践がディスクロージャー

として望ましい方向にその経験を蓄積 してい くなか」という言い方をしている。

そ して,[図21]の ②の企業のリスク ・不確実性情報に関して,「 ディスクロー

ジャー基準が制定 ・整備 される段階」という言い方をしている。こうした捉 え

方を前提 にして,不 確実性に関する開示基準が整備されていない段階では,「不

確実性情報に関する追加的な情報提供」を監査人が行 うという監査人の役割観

を主張 している。

しかし,2つ 前の段落で見たように,少 な くとも将来に発生する損失金額の

見積 も りがで きない場合 の規定内容 は,FASB(1975)とAICPA(1995a)

では変わ らないのである。この2つ に関する限 り,損 失金額が経営者に見積 も

れない場合の偶発事象の開示内容が共に規定 されている点では,内 藤(1996)

の[図21]の 記述の前提にあるような 「開示基準の不十分さ」は,存 在 しない

ことがわかる。

そ うだ とすると,「不確実性情報に関する追加的な情報提供」 を行 うという

主張から判断 して,内 藤(1996,78-79)は,明 示的ではないが,FASB(1975)

とAICPA(1995a)を 比較 した時に,暗 にFASB(1975)の 方が不十分であ

るかのように捉えている点で,問 題があることがわかる。そのような問題を抱

えたまま展開された[図21]の 主張は,そ の前提 となる事実認識が正 しくない

という意味で,不 適切であろう。 この点,読 者は どう思われるだろうか。

先に示 したFASB(1975),10項 を所与 とした場合 に,タ イプAの 未確定事

項に直面 した監査人の対応 として,AICPA(1988)が 規定 していたような説

明区分を記載する実務は導けない。他の除外事項がなければ,監 査人の対応は,

理論的には 「無限定適正意見のみ」 になるはすである。

[図21]の 内藤(1996)が 抱える問題,及 び内藤(1996)の 議論を敷術 した

[図22]の 主張の問題は,次 の点である。それは,仮 にタイプAの 未確定事項

に関する開示基準が,一 定の観点から見て不十分なものであったとしても,そ

の状況で,な ぜ監査人が適正意見+α やsubjecttoopinionを 選択することに
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なるのかが論証で きていない点である。

また,[図21]の 内藤(1996)だ けについて言えば,次 のような問題がある。

それは,将 来に発生する損失金額の見積 もりがで きない場合の規定内容は,

AICPA(1995a)とFASB(1975)と で同じと考 えられるにもかかわらず,不

確実性 に関する開示基準が不十分である場合 には,監 査人の役割 として,「情

報提供」 を考え,AICPA(1995a)と 比べて暗にFASB(1975)が 開示基準

として不十分であるかのように捉えている点である。

ここまでの検討で,内 藤(1996)及 び[図22]の 議論と,筆 者の議論 と,読

者はどちらが もっともだと判断するだろうか。

4-3山 暗(2003)の 合 理 性

他 方,本 稿 で 指 摘 し た よ う なsubjecttoopinionの 情 報 提 供 の 側 面 を 明 示 し

な い で,subjecttoopinionの 意 義 を説 明 し よ う と した 文 献 もあ る。山 崎(2003,

22-23)は 次 の よ う に記 して い る([図24]を 参 照 。)。

[図24]

回 るの で ある …。 これ は,個 別命 題 の レベ ルでの議 論 で はあ るが,さ らに,確 信

度 に 関 して 「条件 付 き」 の 個別 証拠 が 統合 され て,条 件 付 限定 意見(subjectto

opinionの こ と一 筆者 注)が 表 明 され るの で ある。」(傍 線筆 者)

この[図24]を 理解するためには,そ こで使用 されているテクニカル ・ター

ムを理解する必要がある。まず,「証拠転化水準」だが,山 暗(2003,20)で は,

「要証命題が証拠 に転化するのに必要な監査入の確信度(以 下,証 拠転化水準

という)… 」とされている。そこで今度は,「要証命題」の説明が必要になる。

同 じく山暗(2003,18-19)に は,次 のように記されている([図25]を 参照。)。
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[図25]に よ る と,「 要 証 命 題 」 と は,証 拠 資 料 に よ っ て 立 証 さ れ る べ き

「検 証 の 対 象 」 とい う こ とで あ る 。そ して
,「証 拠 転 化 水 準 」 と[図25]中 の 「監

査 人 の 確 信 度 」 と の 関 係 で あ る が,[図26](山 暗(2003,20-21))に は 次 の よ

う に記 され て い る。

[図25]

「現 代 の財 務諸 表 監査 にお い て は,「財 務諸 表 は,被 監査 会社 の財 政状 態,経

営 成績 お よび キ ャ ッ シュ ・フロー の状 況 を適正 に表示 して い る」 とい う命 題 一

「基 本 命 題」 一 は
,証 拠 資料 に よっ て直 接 立証 で きる 「個別 命 題」 の 集合 に翻

監査人は,要 証命題に対して,入 手可能な証拠資料の中から一部の証拠資料を選

択し,こ れに監査技術を適用することによって,当 該要証命題が成り立つ(ま た

は成 り立たない)と いう心証(監 査証拠)を 形成する。…ここでは,要 証命題に

対してどれくらいの証拠活動が行われるのかという問題一以下,「要証命題の検

証度」という一 と当該要証命題が成り立つ(ま たは成り立たない)と いうこと

を進めていく。

要証命題の検証度は,監 査人が要証命題の検証に費やした時間,入 手した証拠

資料の質 ・量,適 用した監査技術の質 ・量等さまざまな要因によってあらわすこ

とができるであろう。…」(傍線筆者)

ここで問題になっているのは,監 査人自身の 「自己の確信度」が,予 め定め

られた 「証拠転化水準」を上回るか どうかという点である。そこで,再 び[図

24]に 戻 っ て頂 き た い の だ が,subjecttoopinionの 説 明 と して,[図24]で

は 「監 査 人 の 確 信 度 は修 正 され て 証 拠 転 化 水 準 を 上 回 る」 とい う記 述 が 見 られ

る。

証拠転化水準を監査人の(自 己の)確 信度が上回れば,[図26]よ り,正 ま

たは負の監査証拠が形成され,最 終的には監査人による何かの意見表明がなさ

れるのだろう。現 に,[図24]で は 「…さらに,確 信度に関 して 「条件付 き」

の個別証拠が統合 されて,条 件付限定意見が表明されるのである。」 とされて

い る 。
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[図26]

岨
俄

問題は,[図24]で 想定されているような 「未確定事項決着時に利用可能な

証拠資料が監査実施時に入手 されたと仮定」 した場合(※1)に,「 監査人の

確信度は修正 されて,証 拠転化水準を上回る」 という事態(※2)が 生 じるか

どうかである。予め言っておくと,上 記※1の ような場合に,※2の 事態は生

じな く,山 峙(2003)のsubjecttoopinionの 説 明 は 成 功 して い な い と い うの

が,筆 者の結論である。従って,山 暗(2003)の 議論を援用 して,タ イプAの

未 確 定 事 項 に 直 面 した 監 査 人 の 対 応 と して,subjecttoopinionを 採 用 す る こ

とはで きない,と いうことになる。そのことの証明を以下に示す。

まず,山 峙(2003,22)が 言うように,「 未確定事項決着時に利用可能な証拠

資料が監査実施時に入手された」 との仮定を受け入れた としよう。この場合,

監査人は将来事象の結果を正に監査実施時点で把握できることになる。しか し,

この状況は,果 たして(タ イプAの)未 確定事項であろうか。

未確定事項 を問題にする場合は,監 査実施時点において,将 来事象の結果を

監査人が判断できない状況を想定していたはずである。本稿のタイプA・Bの

未確定事項はそ うであるし,山 暗(2003,17)が 想定する 「未確定事項」は,

鳥羽(1994,333)の タイプAの 未確定事項 を参照 した上での,「 財務諸表に重

要な影響を及ぼす可能性のある事象であり,そ の発生原因はすでに生 じている

のであるが,当 該事象が最終的にどのような形で決着するかを経営者 も監査人

も合理的に予測することがで きず,そ のため会計的に認識 ・測定することがで
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きない事象」である。 ここで,「 未確定事項」が 「事象」なのか,と いう問題

はあるが,そ の ような事象が生 じる可能性がある状況を,山 暗(2003,17)の

未確定事項の定義は当然前提 にしているはずである。その意味では,山 暗

(2003,17)の 未確定事項は,本 稿のタイプAの 未確定事項 を念頭 に置いてい

ると言ってよい。

そうすると,山 暗(2003)が 想定する未確定事項と,さ きほ どの 「未確定事

項決着時に利用可能な証拠資料が監査実施時に入手された」 との仮定(※3)

は,矛 盾 しているであろう。山暗(2003)が 前段落のような未確定事項 を想定

する限り,※3の ような仮定は置けないはずである。※3の 仮定が置けない以

上,山 峙(2003,22)が 言うような,「 監査人の確信度は修正されて証拠転化水

準 を上回る」という事態 も起 こらないことになる。以上は,山 崎(2003)が ※

3の 仮定を置 くことの問題点である。

仮に,上 記※3の 仮定を置いて議論を進めた場合であっても,そ の場合監査

人は,未 確定事項決着時の重要な影響が当期の財務諸表に反映されていないこ

とを理由に,将 来事象の結果が反映で きない,即 ち,「見積 もりがで きない」

とする経営者の判断を,監 査上除外事項 にするはずである。この選択肢 を山暗

(2003)が 排除するのはなぜだろうか。筆者には不明であるし,読 者 にとって

も不 明で あろう。前段 落※3を 前提 にして議論 を進めて も,や は り,山 崎

(2003,22)が 言うような,「 監査人の確信度は修正されて証拠転化水準 を上回

る」 という事態は起 こらず,結 果 として監査人がsubjecttoopinionを 選択す

る余地はないことになる。いずれにても,subjecttoopinionを 説明する山崎

(2003)の 議論は,成 立 していない。

タイプAの 未確定事項に経営者が直面していることは,経 営者に開示 させて

おけばよく,監 査人はその開示が十分であるか どうかを確かめればよいはずで

ある。山暗(2003,22)が 言 うように,監 査人が 「未確定事項の決着の影響 に

したがって」それによって当期の 「財務諸表数値が修正されることを条件 とす

る」ことになる論理必然性が,ど こにあるのだろうか。

こ の よ う な 説 明 を 行 う 山 崎(2003,22)は,「 仮 にsubjecttoopinionの 存 在



未確定事項に直面した監査人の対応 ヱ7ヱ

意 義 を説 明 した とす る と,… 」 と い う形 で,subjecttoopinionを 与 件 と した

説 明 を行 っ て い る の か も しれ な い 。 も し,そ う だ と した ら,4-1で 述 べ た よ

うに,そ れ は研 究 上 問 題 の あ る こ と で あ ろ う。

4-4タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の意見差控(意 見不表明)の 合

理性

この4-4で は,3節 で紹介 した意見差控(あ るいは意見不表明)を 説明す

るその論拠が合理的であるか どうかを検討する。筆者の議論の視点を予め示 し

てお くと,そ れは,(1):意 見差控(あ るいは意見不表明)の みを導 く議論になっ

ているかどうか,そ して(2):意 見差控(あ るいは意見不表明)を 導 けるかどう

かそれ自体が問題になっているのに,そ れを所与 とした議論を行っていないか

ど うか,と い う点で あ る。 それ では,3節 で紹 介 したCarmichaeland

Pany(1993)と 鳥羽(1994)([図11]と[図12])か ら検討を始めよう。

4-4-1CarmichaelandPany(1993)と 鳥羽(1994)の 合理性

[図10]に 示 したAICPA(1974),25項 の脚注8の 意見差控や,脚 注21に

示 したAICPA(1988),16項 の脚注11の 意見差控 については,そ れを導 く理

由が明示 されていなかった。対 して,[図11]のCarmichaelandPany(1993)

は,意 見差控 を説明す る一定の理由を示 している。それは,「 その不確実性が

クライアン トの財政状態や経営成績 を不明瞭なものにしている」 というもので

ある。

[図11]に 出て くる 「不確実性」は,1節 に示 した本稿の偶発事象の定義中

の 「将来に起こる事象の結果が決定 されていない」 という意味の不確実性の中

に含めて考えることができるが,タ イプAの 未確定事項が財務諸表上十分に開

示されているのに,な ぜ 「不確実性がクライアン トの財政状態や経営成績を不

明瞭なものにしている」 という事態が生 じるのだろうか。 この点が不明なので

ある。 タイプAの 未確定事項の開示がなされていれば,財 務諸表に反映されな

い未確定の影響が,財 務諸表利用者に(確 実に)把 握できるようになるという
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意味で,財政状態や経営成績はむしろ明瞭になっているとも言えるはずである。

あるいは,財 務諸表に将来に発生する事象の結果が反映されていない一 その

意味で財務諸表が未確定の影響 を受けている一 ことを指 して,「不確実性がク

ライアントの財政状態や経営成績を不明瞭なものにしている」 と主張 されてい

るのか もしれない。また,財 務諸表上,そ の未確定の影響 を受けている箇所が

多かった場合 に,[図11]に あるように,監 査人が 「意見を表明する実質がな

くなる」 と判断する,と いう筋書 きがあるのかもしれない。

しか し,タ イプBの 未確定事項ではな く,タ イプAの 未確定事項を問題にし

ているのだから,財 務諸表が前段落の意味の未確定の影響 を受けているのは当

然である。「クライアントの財政状態や経営成績 を不明瞭なものに している」

という指摘は,財 務諸表利用者 にとって不明瞭なものになっているという理解

ができるが,繰 り返 しになるが,財 務諸表が未確定の影響 を受けている旨の開

示があり,それが十分なものであることが監査人によって確かめられていても,

財務諸表利用者にとって財政状態や経営成績は不明瞭なのだろうか。仮 に 「不

明瞭」だと言うにしても,そ れはタイプAの 未確定事項を問題にする限 り,な っ

て当然の 「不明瞭さ」であろう。そのことによって,な ぜ 「意見を表明する実

質」がなくな り,監 査人の対応が意見差控 になるのだろうか。筆者は,以 上挙

げてきた疑問が解決できない。読者の方々はどうだろうか。[図11]の 説明も,

「意見差控先にありき」の議論の可能性があ り,十 分説得的とは言えない。

一方
,鳥 羽(1994)の 議論は,3節 の[図12]に 示されている。ここでの鳥

羽(1994)の 意見差控のポイントは,未 確定事項が 「及ぼす潜在的な会計的効

果の重大性」を理由に,財 務諸表に対する 「意見の表明を緊急避難的に差控え

てしまう」 という点にある。

す ぐ気づ くように,「 偶発債務にかかる開示が十分 に行われていた」のに,

なぜ監査人は,「 潜在的な会計的効果の重大性」 を理由に 「財務諸表そのもの

に対する意見の表明を緊急避難的に差控 えて しまう」のだろうか。この点がま

ず不明である。同様の疑問は,山 暗(1998,93-94)で 既に出されている。この

ような筆者の疑問は,鳥 羽(1994)の 中にある,(1):「 これらの事象が生 じた
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場合には,会 計的には,偶 発債務 として財務諸表に開示 される。かかる開示が

不十分であれば,監 査人はこれを開示 にかかる除外事項 として処理 し,限 定意

見 または否定的意見 を表明することになる」 という形で,監 査人の直面する状

況と論理整合的な対応を導 き出そ うとする議論 と,(2):緊 急避難 という監査事

情あるいは監査人側のインセンティブに注目して監査人の対応を導 き出す議論

が混在 していることに端を発 している。

また,「偶発債務 にかかる開示が十分に行われていた」場合に,な ぜ無限定

適正意見を表明で きないのか,と いう疑問も提起できる。これと同様の疑問も,

山暗(1998,93)で 出されている。鳥羽(1994)の 議論 も,意 見差控 を与件 と

した説明の可能性がある。そのような可能性 を見出したため,筆 者には上のよ

うな疑問が生 じた。

以上のように,鳥 羽(1994)の 意見差控の説明には問題がある。

4-4--2山 崎(1998)の 合理性

続いて,3節 の[図13]で 紹介 した山暗(1998,94)の 意見差控について検

討する。まず,山 崎(1998)で 想定されている 「重要な未確定事項が存在 して

いる場合」(同90頁)と は,「財務諸表に重要な影響 を及ぼす可能性のある事象

の発生原因はすでに生 じているのであるが,か かる事象が最終的にどのような

形で決着するかを経営者 も監査人も予測することができず,そ のため,そ の事

象を会計的に認識 ・測定す ることができない場合」である(同90頁)。 この記

述の中身と,山 暗(1998,90)が[図12]の 鳥羽(1994,333)を 参照 している

旨の記述か ら判断すると,山 暗(1998)が 想定する未確定事項は,タ イプAの

未確定事項であることがわかる。

タイプAの 未確定事項であれば,経 営者は将来に発生する損失の金額を見積

もれないのであるが,[図13]の 山崎(1998)の 議論を整理すると,次 の よう

になる。

①:山 暗(1998,94)は,「 そうした重大な損失の発生可能性がほぼ確実であ

る場合には,監 査人が潜在的な損失幅の上限を見積 もることがで きる」
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と指摘 している。

②:続 いて山暗(1998,94)は,こ のような未確定事項が 「財務諸表全体の

信頼性に対 して潜在的な影響 を及ぼ」 し,「潜在的な損失幅の上限分だ

け財務諸表全体の信頼性の程度が「低下」する可能性がある」と指摘す る。

③:そ して,最 後 に山峙(1998,94)は,未 確定事項が 「財務諸表に与 える

潜在的な影響が財務諸表全体の信頼性に及んでいると判断 した場合 に

は,意 見差控 えを行 うべきである」 と示 している。

まず①であるが,無 限大の損失額は発生 しないことを考えると,「監査人が

潜在的な損失幅の上限を見積 もる」 という発想 自体 は,一 唐突な感はするが一

不合理ではない。問題は,上 記①か ら② に至るまでの論理展開である。

まず,「 財務諸表全体の信頼性」 という言い方であるが,こ の 「信頼性」に

ついては,山 暗(1998,95)の 「第一図 未確定事項が存在す る場合の財務諸

表の信頼性の程度 と監査人の確信の程度」の縦軸のβを見ると,理 解が進む。

この βは,こ の第一図によると,「財務諸表の信頼性の程度」とのことである。

この縦軸上のboは,第 一図によると 「財務諸表に重大な虚偽記載が存在する

とい う水準」であ り,blは,同 じく第一図によると 「監査報告書の意見区分

に除外事項が記載されない水準」である。そうすると,こ のboとblの 説明に

出て くる 「重大な虚偽記載」 という表現や 「除外事項」 という表現から判断す

る と,山 暗(1998)が 考 えている 「財務諸表の信頼性」 とは,「 財務諸表が

GAAPに 準拠 しているかどうかの程度」 ということになる。

さて,[図13]で は,「未確定事項が存在する場合,監 査人は,そ のままでは,

財務諸表の信頼性が一定の程度であることを確信することはできない」 とされ

ているが,そ れはなぜだろうか。この点が明らかにされないまま,山 暗(1998)

の議論は進んで しまっているのである。未確定事項 についての開示の十分性が

監査人によって確かめ られれば,「財務諸表がGAAPに 準拠 している」 という

形で,山 暗(1998)の 言 う 「財務諸表の信頼性」が確かめられているのではな

いだろうか。つま り,監 査人は 「財務諸表の信頼性が一定の程度であることを

確信」できるはすである。
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上で挙げた疑問に対する答えは,山 暗(1998)が 導入 した 「監査人が潜在的

な損失幅の上限を見積 もることがで きる」(※)と いう点に注 目すれば解決で

きるのだろうか。 しかし,潜 在的な損失幅の上限を監査人が決定で きても,財

務諸表に認識する引当金の金額 を経営者は見積 もれず,監 査人もその判断に同

意 している状況が,タ イプAの 未確定事項であったはずである。結局,こ の状

況 を考えなければならないので,監 査人の対応を決定する要素 として,※ の視

点 をあえて考慮する意味はないだろう。

また,[図13]で は,「 財務諸表の信頼性が一定の程度であることを確信する

ことはで きない」ことが監査範囲の制限と同様である旨が示されているが,そ

れは誤 りである。監査論上議論 されている監査範囲の制限は,経 営者が財務諸

表上で何かの数値を記録 していることが前提であるが,山 暗(1998)が 問題 に

している未確定事項では,経 営者は将来事象の結果を見積 もれないと判断して

いるので,財 務諸表上は何 も記録していないはずであ り,監査範囲の制限があっ

た場合 と同じように考えることはできない。

以上 より,仮 に監査人が 「潜在的な損失幅の上限を見積 もることがで きる」

場合であって も,タ イプAの 未確定事項の監査人の対応 を考 える限 り,山 暗

(1998,94)が 言うような,「財務諸表の信頼性が一定の程度であることを確信

することはできない」 という事態は生 じない。監査人が,未 確定事項に関する

開示が十分になされていることを確かめ,他 の除外事項がなければ,監 査人の

対応は 「無限定適正意のみ」になる。もっとも,監 査人が未確定事項 に関する

開示が十分になされていることを確かめられる状況は,以 下の[図27](山 崎

(1998,92))に 示すように,「重要な未確定事項が存在する場合 とはいえない」

との反論がなされるか もしれない33)。

33)[図27]中 の 「上 記(1)ま たは(2)の場合 」 とは,山 暗(1998,91)の 「経 営者 が,

(1)未確 定事 項解 消 時 の重大 な損 失(materialloss)の 発 生 可能 性が ほぼ確 実 であ

るが,当 該損 失額 また は潜 在 的 な損 失 幅 を合 理 的 に見積 もる こ とが で きず,財 務

諸表 に引当計 上 で きな い と考 え,監 査 人 もそれ に 同意す る」場合 と,「経営 者が,

(2)当該重 大 な損 失 の発 生 可能 性 をほ ぼ確 実 とはい え ないが,ほ とん どな い と もい

えない と考 え,監 査 人 もそれ に 同意す る場合 」 の こ とで あ る。
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しか し,重 要な未確定事項が存在する場合に,「 当該事象 を会計的に認識 ・

測定できない」ことが,「 財務諸表本体 に計上で きない」 ということだけでは

なく,「財務諸表の注記にも記載で きない」ことを意味する,と 考 える理由が

筆者にはわか らない。読者の方はどうだろうか。なぜわからないのかであるが,

それは,「 当該事象を会計的に認識 ・測定できない」ことによって,な ぜ 「財務

諸表の注記にも記載で きない」ことになるのかが示 されていないからであろう。

[図27]

「重 要 な未確 定事項 が 存在 す る場合 の
,

ない」 とは,

bility)が あ る こ とお よび 当該 損 失額 また は潜…在 的 な損 失 幅,あ るい はそ う した

坂柳(2005a,168-169)に 示 したように,FASB(1975)の もとでは,(1):

損失をもた らす事象の発生可能性が 「ある程度ある」の場合,及 び(2):損 失を

もたらす事象の発生可能性が 「高い」場合で,損 失金額が見積 もれない場合に

は,そ のような偶発損失は注記されるはずである。それにもかかわらず,山 暗

(1998,92)が 「財務諸表の注記にも記載で きない」 と主張するのは,注 記開

示されるところの損失金額が経営者 に見積 もれない偶発損失を 「未確定事項」

と捉 えると,そ の 「注記 に満足 している」場合の監査人の対応 として,「 意見

差控」 を導 くことがで きな くなるから,と 推察される。

山崎(1998)は,未 確定事項を 「財務諸表の注記にも記載で きない」状況に

限定 してしまえば,[タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応⇒適正意

見のみ,あ るいは適正意見 ÷α(山 暗(1998,91-92)が 念頭に置いているのは,

αの中で もAICPA(1988)の 説明区分の実務である)]の 図式か ら逃れ られる
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と考えたのであろう。そしてその上で,「 監査人 によって財務諸表の信頼性の

程度が保証されるか否か,と いう観点か ら」(同94頁),「 重要な未確定事項が

存在する場合に監査人が意見を差控える」(同92頁)理 由を考 えようとしたの

であろう。

しか し,山 崎(1998)が 以上のような筋書きを意図していたのなら,そ れは

失敗 している,と 言わざるを得ない。(1):未 確定事項 を 「財務諸表の注記にも

記載で きない」状況に限定する理由が明確でなく,(2):損 失金額の見積 もりが

できない状況の開示に監査人が満足 している場合が,「 重要な未確定事項が存

在する場合 とはいえない」理由も示 されていないからである。これが山暗(1998)

の抱える1つ 目の問題点である。

また,先 に述べたように,未 確定事項に関する開示の十分性が監査人によっ

て確かめ られれば,監 査人によって 「財務諸表の信頼性」は確かめられている

はず なのに,山 暗(1998,94)は 「財務諸表の信頼 性が一定の程度であること

を確信することはで きない」 と主張している点が問題である。そして,こ の問

題 と関連するが,先 に述べたように,山 暗(1998)は,タ イプAの 未確定事項

に直面 した場合の監査人の対応問題 を,監 査範囲の制限があった場合の対応問

題 と同様に考えている。以上が,山 崎(1998)の2つ 目の問題点である。

後は,こ こまでの筆者の議論 と,山 暗(1998)の 議論のどちらが妥当かの判

断を読者に委ねるだけである。

4-4-3日 本の監査制度上に見 る意見差控及び意見不表明の合理性

それでは,最 後 に3節 の[図14]～[図18]に 示 した,日 本の監査制度に見

られる意見差控(あ るいは意見不表明)の 合理性を検討 しよう。 タイプAの 未

確定事項に直面 した監査人の対応 として意見差控あるいは意見不表明を説明す

る議論の構造は,3節 の[図20]の ようになる。そちらを参照頂 きたい。

日本の監査制度上の意見差控(あ るいは意見不表明)を 説明する際のポイン

トは,「 監査対象の財務諸表に与えている影響額が監査人に決定で きない」 と

いう点である。再三問題になっている,こ こでの 「影響額」とは,タ イプAの
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未確定事項 を念頭に置いていることから考えて,監 査対象年度の財務諸表に反

映されることが確定 した金額ではなく,も ちろん 「未確定の影響額」のことで

ある。

しか し,す ぐわかるように,そ の ような影響額 を監査人が決定で きなくても,

経営者 も同 じように財務諸表へ の影響額が決定で きなかった ら(見 積 もれな

かった ら),監 査人は経営者のそ うした判断に同意せざるを得ないことになる。

その状況で,意 見差控(あ るいは意見不表明)は 導けないのは明 らかであろう。

注意 してお くが,今 問題になっているのは,タ イプBの 未確定事項ではなく,

タイプAの 未確定事項である。この状況では,経 営者の主張の適否を確かめら

れない という事態は生 じていないので,監 査人が意見差控(あ るいは意見不表

明)を 選択す る論理 を導 き出す ことはで きないはずである。 また,「 監査対象

の財務諸表 に与えている未確定の影響額が監査人に決定できない」場合 に,適

正意見+α やsubjecttoopinionが 排 除される理由は何であろうか。この点が

[図14]～[図18]及 び[図20]の 図式か らは不明なのである。これらの意見

差控(あ るいは意見不表明)に ついては,最 初からそれ らを与件 とした議論で

ある可能性がある。

4-54節 のまとめ

以上,4節 ではタイプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応 として,「 無

限定適正意見のみ」以外の対応が論理的に成立する余地があるか どうかを検討

した。検討の結果,そ れ らの代替案が論理的に成立する余地は見出せなかった。

従って,タ イプAの 未確定事項 に直面 した場合の監査人の対応 は,未 確定事項

の開示が十分であることが確かめ られ,他 の除外事項がない状況では,「 無限

定適正意見のみ」である,と いうのが結論である。

この ような筆者の結論に対 し,「当た り前である。」旨の批判がなされるか も

しれない。 しか し,「無限定適正意見 のみ」以外の対応がなぜ成立 しないのか

については,「制度がそう変わったか ら」といった思考性の乏 しい主張を除けば,

決 して 「自明」なことではないだろう。
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また,本 稿で掲げた文献 ・制度は,「無限定適正意見のみ」以外の代替案の

説明について,筆 者 を始め読者の疑問を残す ものであったと言える。 これに対

し,筆 者の議論は,「無限定適正意見 のみ」以外の代替的な対応の合理性 を網

羅的に逐一検討 した。この点が,本 稿のオ リジナルな点である。

5.本 稿 のまとめとインプ リケーシ ョン

筆者の未確定事項 プロジェクトにおいて,坂 柳(2005a)で は,未 確定事項

をタイプAとBに 分 けることを提案 し,坂 柳(2005b)で は,タ イプBの 未確

定事項の一般構造を示 した。続 く本稿は,タ イプAの 未確定事項に直面 した場

合に監査人の対応が論理演繹的にどう決 まるのかを検討 した。

除外事項がなく,タ イプAの 未確定事項 についての開示が十分になされてい

ることが確かめ られたら,監 査人の対応が 「無限定適正意見のみ」になるのは,

一見当た り前のように見 える。 しか し,文 献や制度上は,そ うは言われていな

かった。2節 では,subjecttoopinionや 適正意見+α といった対応を紹介 し,

これらが監査報告書上記載される形式に注 目して,こ れ らの対応 を「情報提供」

機能を持つ もの,と 位置づけた。続 く3節 では,タ イプAの 未確定事項に直面

した場合の,「 無限定適正意見のみ」以外の対応 として,意 見差控(あ るいは

意見不表明)を 紹介 した。

そして4節 では,こ れらの対応の論理妥当性を逐一検討 した。4-1で は,

警告等の性質で語 られるような情報を財務諸表利用者 に提供するために,監 査

人がsubjecttoopinionや 適正意見+α を選択す る,と の考えを検討 した。 こ

の考えは,つ まるところ,そ のような情報提供機能 を持つ対応を監査人が選択

することを与件 とした議論であった。

しか し,仮 に情報提供 とい う目的を立てたとしても,財 務諸表上の未確定事

項に関する開示では,な ぜ利用者 に情報提供 したことにならないのか,と いう

疑問に答えることができない。 また,特 定の監査人の対応を与件 としてその存

在意義を説明して も,そ の理由説明の もとで,そ の対応が導けるのかについて
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は,結 局筆者の試みているような先験的な議論が必要であろう。 また,そ もそ

も監査人の対応がどうなるのか自体に争いがあるのに,特 定の実務 を与件 とす

るのは,研 究アプローチ として問題があるだろう。以上のような問題があるた

め,情 報提供 とい う役割を根拠 としたsubjecttoopinionや 適正意見+α の対

応は,理 論的に支持で きない。

続 く4-2で は,近 年主張されている開示基準の不十分性 を根拠 とする主張

の合理性 を検討 した。本稿で検討対象に選んだのは,内 藤(1996)で あったが,

内藤(1996)及 び他の論者の主張 も踏 まえて,subjecttoopinionや 適正意見

+α の対応 を支持する主張として[図22コ を掲げた。内藤(1996)や[図22]

に示される主張は,未 確定事項 に関する何 らかの開示基準の不十分 さを理由と

して,適 正意見+α やsubjecttoopinionの 存在意義 を説明しようとす るもの

であった。

しか し,特 定の開示基準が一定の観点か ら見て開示内容や開示要件,そ して

開示方法 を網羅 していないと考えられたとしても,そ の時の監査人は,そ の開

示基準 をGAAPと して監査に従事するしかないはずである。よって,こ の場

合 に,内 藤(1996,78-79)に 見 られるような,監 査人が 「不確実性情報 に関す

る追加的な情報提供」を行 うとの説明は成 り立たないことがわかる。

また,内 藤(1996)に ついて言 えば,次 の ような問題があった。それは,

AICPA(1995a)とFASB(1975)と では,共 に将来に発生する損失金額の見

積 もりができない旨の開示を要求 しているにもかかわ らず,不 確実性に関する

開示基準が不十分である場合には,監 査人の役割 として,「情報提供」を考え,

AICPA(1995a)と 比べて暗にFASB(1975)が 開示基準 として不十分である

かのように捉 えている点である。

そ して,4-3で はsubjecttoopinionの 説明を試みる山暗(2003)の 合理

性 を検討 した。山暗(2003)の 議論のポイン トは,若 干のテクニカル ・ターム

に留意 しなければならないが,「 未確定事項決着時に利用可能な証拠資料が監

査実施時に入手 されたと仮定」 した場合に,「監査人の確信度」が 「修正 され

て証拠転化水準を上回る」という点にある。この点を理由に,山 崎(2003)は,
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subjecttoopinionを 説明 しようとする。

ところが,山 暗(2003)が 言うような 「未確定事項決着時に利用可能な証拠

資料が監査実施時に入手された」との仮定(※)を 置 くと,その仮定は山暗(2003)

が念頭に置いていたタイプAの 未確定事項 と矛盾 していた。上のような仮定が

置けない状況がタイプAの 未確定事項だったはずである。これが山暗(2003)

の1つ 目の問題点である。

仮に上記※の仮定 を置いたとした ら,監 査人は,未 確定事項決着時の重要な

影響が,当 期の財務諸表に反映されていないことを理由に,将 来事象の結果の

「見積 もりがで きない」とする経営者の判断を,監 査上除外事項 にするはずで

ある。この選択肢がなぜ排除されるのかの説明が,山 暗(2003)に は見 られな

い。これが山暗(2003)の2つ 目の問題点である。

また,[図24]に あるような,「未確定事項の決着の影響にしたがって財務諸

表数値が修正される」 ことは当然あ り得るが,そ のような状況に経営者が直面

していることは,経 営者に開示 させておけばよく,監 査人はその開示が十分で

あるか どうかを確かめればよいはずである。山暗(2003)が 言 うように,監 査

人が 「未確定事項の決着の影響にしたがって財務諸表数値が修正 されることを

条件 とする」のはなぜなのかについての説明が見 られない。これが山暗(2003)

の3つ 目の問題点である。

続 く4-4-1で は,タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応 として,

意見差控(あ るいは意見不表明)を 考えている文献 ・制度を吟味 した。[図10]

に示 したAICPA(1974),25項 脚注8の 意見差控や,脚 注21に 示 したAICPA

(1988),16項 脚注11の 意見差控 については,そ れを導 く理由が明示されてい

なかった。

一方,CarmichaelandPany(1993)は,「 その不確実性がクライアン トの

財政状態や経営成績を不明瞭なものにしている」ことを理由に,意 見差控が選

択 される旨を示 していたが,タ イプAの 未確定事項が財務諸表上十分に開示 さ

れているのに,な ぜ 「不確実性がクライアントの財政状態や経営成績 を不明瞭

なものにしている」のかが不明であった。仮 に,財 務諸表が未確定の影響を受
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けていることをもって,そ の状態が財務諸表利用者にとって 「不明瞭」だと言

うにして も,そ れはタイプAの 未確定事項を問題にする限 り,当 然の事態であ

る。 そのことによって,監 査人の対応 が どう して意見差控 になるのかが,

CarmichaelandPany(1993)で は明 らかにされていなかった。

また,鳥 羽(1994)の 議論のポイン トは,未 確定事項が 「及ぼす潜在的な会

計的効果の重大性」を理由に,財 務諸表に対する 「意見の表明を緊急避難 的に

差控えて しまう」という点にあった。鳥羽(1994)の 議論の問題点の1つ 目は,

(1):「偶発債務にかかる開示が十分に行われていた」のに,な ぜ監査人は,「潜

在的な会計的効果の重大性」 を考慮 し,「財務諸表その ものに対する意見の表

明を緊急避難的に差控えてしまう」のかが論証 されていない点である。また問

題点の2つ 目は,「偶発債務 にかかる開示が十分に行 われていた」場合 に,な

ぜ無限定適正意見 を表明できないのかが論証されていない点である。

4-4-2で は,山 暗(1998)の 合理性 を検討 した。山暗(1998)は,「 未

確定事項が存在する場合,監 査人は,そ のままでは,財 務諸表の信頼性が一定

の程度であることを確信することはできない」 ことを理由に,意 見差控 を説明

していた。

しか し,タ イプAの 未確定事項が存在する場合には,未 確定事項に関する開

示が十分 になされていることを確かめ,他 の除外事項がなければ,監 査人は「無

限定適正意のみ」 を表明することになり,財 務諸表の信頼性は確かめられてい

るはずだが,な ぜ山崎(1998)は,財 務諸表の信頼性が一定の程度であること

を監査 人が確信す ることがで きないと主張す るのかが,明 らかにされていな

かった。この点は,山 暗(1998)が 導入 した,「監査人が潜在的な損失幅の上

限を見積 もることができる」 という点を導入 しても依然 として明らかにならな

かった。そして,監 査人による財務諸表の信頼性の程度の確信 という点と関連

するが,山 暗(1998)は,タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の監査人の対

応問題を,監査範囲の制限があった場合の対応問題のアナロジーで考えていた。

以上が,山 暗(1998)の1つ 目の問題である。

山暗(1998)の2つ 目の問題は,未 確定事項の捉え方についてである。端的
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に言 うと,(1):未 確定事項 を 「財務諸表の注記にも記載できない」状況 に限定

する理由が示されてお らず,(2):損 失金額の見積 もりができない状況の開示に

監査人が満足 している場合が,「 重要な未確定事項が存在する場合 とはいえな

い」理由も示されていなかった。これが山暗(1998)の2つ 目の問題である。

最後の4-4-3で は,3節 の[図14]～[図18]に 示 した,日 本の監査制

度に見 られる意見差控(あ るいは意見不表明)の 合理性を検討した。 日本の監

査制度上の意見差控(あ るいは意見不表明)を 説明する際のポイ ントは,「監

査対象の財務諸表に与えている影響額が監査人に決定で きない」という点であ

る。 しかし,そ のような影響額を監査人が決定できなくても,経 営者 も同 じよ

うに財務諸表への影響額が決定で きなかった ら(見 積 もれなかったら),監 査

人は経営者のそ うした判断に同意せざるを得ないことになる。その状況で,意

見差控(あ るいは意見不表明)は 導けない。また,監 査対象の財務諸表 に与え

ている未確定の影響額が監査人 に決定できない場合 に,適 正意見+α やsub-

jecttoopinionが 排除される理由も不明であった。

以上より,4節 では,タ イプAの 未確定事項 に直面 した監査人の対応 として,

「無限定適正意見のみ」以外のものを支持する余地があるかどうかを検討 した

が,結 局,そ れ らの代替案を支持する主張には問題があ り,論 理的に成立する

余地は見出せなかった。よって,タ イプAの 未確定事項に直面 した場合の監査

人の対応は,未 確定事項の開示が十分であることが確かめられ,他 の除外事項

がない状況では,「無限定適正意見のみ」になる。これが本稿の結論である。

本稿が監査論研究に与えるインパク トは,次 の2点 である。

1つ 目は,タ イプAの 未確定事項に直面 した監査人の対応がどうなるのかに

ついて,な ぜ 「無限定適正意見のみ」以外の対応が選択肢か ら外れるのかを逐

一 ,か つ詳細 に論証 した点である。この点が,今 後の監査論研究者にとっての

道標 になり,ま た今後の制度設計上考慮 して頂ければ,誠 に幸いである。

2つ 目は,未 確定事項研究だけに留まらないインプリケーションである。そ

れは,タ イプAの 未確定事項 という 「1つ の状況」に監査人が直面 していた場

合 に,そ こで導かれる 「監査人の対応は1つ 」一無限定適正意見のみ一であっ
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たということである。これは,一 見すると当たり前のことか もしれない。とこ

ろが,タ イプAの 未確定事項 という1つ の状況に対 して,「無限定適正意見の

み 」 の 他 に,文 献 や 制 度 上 は,subjecttoopinion,適 正 意 見+α,意 見 差 控

(あるいは意見不表明)と,複 数の対応を監査人が選択する余地があると言わ

れてきたのである。

そうすると,タ イプAの 未確定事項に直面 した理論的な監査人の対応を検討

した本稿は,(1):「 監査人が直面する1つ の状況には,1つ の対応 しか決まら

ない」の原理がやはり成立するのか,そ れとも,(2):「 監査人が直面する1つ

の状況に複数の対応が成立する余地がある」のかを確かめるものであった,と

いうことになる。結果は,(1)の ように,「1つ の状況 一1つ の対応」原理が貫

徹 された。本研究によって,監 査人の対応を決める原理 として,や はり 「1つ

の状況一1つ の対応」があるのではないか,と いうことが示唆されたわけであ

る。 この点が,本 研究が監査論研究に与える2つ 目の貢献である。 タイプAの

未確定事項研究は,上 記原則 を想起 させるテーマだったということになる。

ということは,監 査人が直面する状況が異なれば,監 査人の対応 も異なると

いうことが示唆 される。 タイプAの 未確定事項は,監 査人と経営者が同 じ状況

に直面 していた。従って,「無限適正意見のみ」という対応が導かれた。一方,

す ぐわかるように,監 査人と経営者が異なる状況に直面 していたら,監 査人は

経営者の判断に同意で きないということで,監 査上除外事項が付されることに

なる。

それでは,監 査人 と経営者が 「異なるとは言えない(同 じとも言えない)」

状況に直面 していた場合はどうだろうか。伝統的にはこの問題は,監 査範囲の

制限の問題であった。 しかし,そ の認識は正 しいだろうか。そこで,タ イプB

の未確定事項が登場するのである。 タイプBの 未確定事項に直面 した場合の監

査人の対応は,本 稿では検討できなかったので,次 稿以降の課題 としたい。

筆者の未確定事項プロジェク トは,よ うや くエンジンがかかってきた。
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